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1 中期経営目標・中期経営計画

中期経営目標は、中期の期間（4年）において公社が達成すべき経営の具体的な目標であり、中期経営計
画は、この目標を達成するための公社の経営計画です。
これらは、公社の経営管理の手段であるとともに、業績評価の対象となるものであり、日本郵政公社法

（平成14年法律第97号）及び日本郵政公社法施行規則（平成15年総務省令第4号）に基づき、公社自らが
次の平成17年度経営計画の1～4のように作成し、総務大臣の認可を受けています。

公社は、日本郵政公社法及び日本郵政公社法施行規則の定めにより、中期経営計画に基づいてその事業
年度の経営に関する計画を定め、毎事業年度の開始前に総務大臣に届け出ることとなっています。
「平成17年度経営計画」には、中期経営計画に定めた事項に関して、平成17事業年度において実施すべ
き事項が記載されており、平成17事業年度の収益及び費用の見通しに関する書類等が添付されています。
注：中期経営目標、中期経営計画及び平成17年度経営計画の詳細については、日本郵政公社ホームページをご覧ください。

（http://www.japanpost.jp/）

1.中期経営目標・中期経営計画

2.平成17年度経営計画

1 中期経営目標

区分
事項

公社全体の目標 郵便業務関係 郵便貯金業務関係 簡易生命保険業務関係

○郵便局ネットワークの有効活用
○自律的かつ弾力的な経営の推進
○国際的な協調・連携

○財務内容の
健全性の確保

積立金
500億円以上

積立金
3.9兆円以上

危険準備金及び
価格変動準備金の積増額
3,000億円以上

○お客さま満足度の向上
○コンプライアンスの徹底

送達日数達成率
97.0％以上

お客さま満足を
高めるサービス充実

失効解約率
保　　険　3.6％以下
年金保険　2.3％以下

経営管理の高度化 経営管理の高度化 経営管理の高度化

○業務運営の効率化
事業経費率
98.5％以下

経費率
0.52％以下

事業費率
5.1％以下

経営の基本的方向性

財務内容の
健全性の確保

サービス水準の
維持・向上

業務運営の効率化

その他の事項
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2 中期経営計画

4 資産及び負債の見通し（第一期中期経営計画期間終了時：平成19年3月31日）

主な事項

○郵便局ネットワークの有効活用（ワンストップサービス、ＡＴＭ提携等）
○自律的かつ弾力的な経営の推進（地域別損益管理の導入、ＩＴの活用等）
○国際的な協調・提携
○業務運営の効率化（事務処理の機械化、調達コストの削減等）
○お客さま満足度の向上、コンプライアンスの徹底

○業務運営の効率化（郵便物処理の機械化の推進、競争契約の拡大等）
○郵便サービスの維持・向上（差し出しやすさ、受け取りやすさの向上、手紙文化の振興、
送達のスピードアップ等）

○経営管理の高度化（地域別損益管理の導入、情報システムの強化等）

○業務運営の効率化（集金事務の効率化、簡易保険事務センターの再編等）
○お客さま満足を高めるサービスの充実（お客さまの意見等を業務運営やサービス・商品の改善に反映
する体制の強化、職員のコンサルティング能力の充実等サービスの向上、コンプライアンスの徹底等）
○経営管理の高度化（収益管理体制の強化、リスク管理体制の強化等）

公社全体

郵便業務

郵便貯金業務

簡易生命保険業務

○業務運営の効率化（事務処理の機械化、業務プロセスの見直し、貯金事務センターの再編等）
○お客さま満足を高めるサービスの充実（ネットワークサービスの充実、「接客マニュアル」の作成、
コンサルティング能力を備えた職員の育成、コンプライアンスの徹底等）

○経営管理の高度化（ＡＬＭ管理体制の充実、リスク管理体制の充実、管理会計の導入等）

郵便     8.1兆円 
貯金     15.9兆円 
保険     64.0兆円 

収　益　 87.8兆円 

費　用　 83.8兆円 

当期利益　4.0兆円 

郵便      8.1兆円 
貯金      12.0兆円 
保険      64.0兆円 

郵便      0.05兆円 
貯金      3.9兆円 
保険     ー 

注：保険の費用には、契約者配当準備金繰入額0.5兆円が含まれてい
ます。

（参考）前提条件

中期経営目標及び中期経営計画は、平成
15年度からの各年度末で国債金利（10年）
について、1.5%、1.7%、1.9%、2.1%で推移
するなどの前提条件の下で策定しております。

郵便  ▲ 0.4兆円 
貯金    1.3兆円 
保険       0.1兆円 

うち 
設立時資産・負債差額 
                      1.0兆円 

郵便  　0.05兆円 
貯金  3.9兆円 

 
利益剰余金　 
              4.0兆円 

郵便 2.5兆円 
貯金 246.5兆円 
保険 115.7兆円 

郵便   2.5兆円 
貯金   246.5兆円 
保険   115.7兆円 

資産の部 364.5兆円 
郵便     2.8兆円 
貯金     241.5兆円 
保険     115.6兆円 

負債の部       359.8兆円 

郵便    ▲0.3兆円 
貯金      5.0兆円 
保険      0.06兆円 

資本の部資本合計 4.7兆円 

3 収益及び費用の見通し（平成15年度～平成18年度）
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2 アクションプラン

アクションプランは、公社化後の新たな経営体制の下、経営ビジョンの実現と公社第1期（15年度～18
年度）中期経営目標を確実に達成し、一層の経営基盤の充実等を目指した公社内部の行動計画です。前半
2年間をフェーズ1、17年度からの後半2年間をフェーズ2と位置付け、経営改革に取り組んできました。
フェーズ2では、「意識と文化の改革を進め、新たな価値を創造し、健全な成長を追求」、「19年度以降の
健全な成長に向かって、足場を固める2年間とする」をテーマとしています。

アクションプラン・フェーズ2は、公社第1期の総仕上げとして、改革を更に前進・定着させ確実なもの
とするための全社戦略を、5つの柱「営業」、「成長」、「競争力強化」、「人事」、「組織」に整理し、それぞれ
に主要メニューを設定しました。

「営業」…………「真っ向サービス」を実現するため、商品・サービス及び営業力を更にレベルアップ・パ
ワーアップするとともに、CS（お客さま満足度）向上の取組を強力に推進します。
郵便では、ゆうパックのスピードアップなど、更なるサービス改善によりターゲット10
（ゆうパックの市場シェア10％）に取り組みます。また、企業ニーズに対応したサービス
改善により、企業郵便・DMの市場拡大に取り組みます。EMS（国際スピード郵便）は、海
外郵政庁との連携強化などにより、確実性の向上やスピードアップを図ります。
貯金では、ATM提携・相互送金の提携先拡大やマルチペイメントネットワークサービスの
拡充に努めるとともに、投資信託の販売開始に向けた体制の整備、コンサルティングセー
ルスの推進などに取り組みます。また、送金・決済サービスを中心に、商品ラインアップ
などを見直します。
保険では、かんぽコールセンターの充実などにより、お客さま相談体制を強化するととも
に、お客さまとのフェイス・トゥ・フェイス・コミュニケーションを十分に活かしたコン
サルティングセールスを展開します。
CSの向上については、接遇レベル認定制度を導入するとともに、お客さま応対アンケート
満足度レベルの数値目標を設定し、職員間や郵便局間の「ムラ」を是正しながらCSレベル
を向上します。

「成長」…………お客さまニーズやマーケットの変化に伴い、現在の3事業の収益構造等を改革するため、フ
ロンティア（新たな収益源）の創造に取り組みます。そのため、トータルで約3,700億円の
将来を見据えた先行投資を行います。
郵便では、スピードアップのためのネットワーク再編や、追跡情報入力ポイントの拡大な
ど、お客さまサービス向上のための情報システム整備等に、約2,600億円の投資を実施し
ます。金融では、ファミリーバンク機能の充実として、オートキャッシャーの全局への配
備やキャッシュカードへのICカード導入による本人確認精度向上を通じたセキュリティレ
ベル向上などのため、約800億円の投資を実施します。更に、郵便局のIT基盤の充実等の
ため、約300億円の投資を実施します。
また、民間事業者や地方公共団体との連携を深め窓口サービスを充実する「ワンストップ・
コンビニエンス・オフィス構想」の実現に向けて、地方公共団体との連携強化による事務

1.アクションプラン策定の趣旨

2.アクションプラン・フェーズ2の主要メニュー（全社戦略）

主要メニュー
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の受託や、地域ニーズに応じたサービスを提供できるような弾力的な制度・体制を検討し
ます。

「競争力強化」…公社は、物流市場及び金融市場の中で事業を行っており、同業他社と伍して行くための競
争力確保を目指しています。
JPS（生産性向上）の取組については、郵便は16年度に全国1,000局に展開した取組を更
に推進し、フェーズ2の2年間で生産性を15％向上します。貯金・保険については、現金
過不足事故の根絶など、金融機関としての業務品質確保に取り組むとともに、JPSの推進、
集金事務の効率化を行います。調達コストの削減についても、フェーズ1の取組を更に推
進し、2年間で10％以上削減（16年度実績比）を目指します。
これらにより、生産性の高いスリムな体制へ移行します（18年度末職員数　25万2千人）。

「人事」…………お客さまへ「真っ向サービス」を提供し、明るい将来展望を持てる働きがいある職場とす
るためには、ES（職員満足度）の向上が重要との認識から、職員が生き生きと働ける職場
の創造、ヒューマンリソーシズ（人的資産）の活用に取り組みます。
具体的には、タウンミーティング等により社内コミュニケーションを充実・活性化し、職
員の経営方針に対する理解・納得度を向上すること等により、「真っ向サービス」の提供基
盤を強化します。また、コンサルティング職員の育成など専門コースの拡充、能力・実績
に応じた人事配置、人材流動化を促進するための内外職務分類再構築等を実施します。更
に、社内外から積極的に採用・登用を行います。

「組織」…………「意識と文化の改革」を更に推進し、郵便局のフロントライン機能を向上するとともに、
民間企業レベルの決算体制や、金融機関として求められるリスク管理体制を目指して、内
部統制を抜本的に立て直します。
具体的には、郵便局を「マーケット指向の企業型」組織へ改革するため、郵便局改革に取
り組むとともに、行政型・管理型の文化を改め、しなやかで活力ある事業型の文化を創造
する「文化の改革」を推進します。
また、企業会計原則の完全実施や決算の早期化など決算体制の整備や、コンプライアンス・
個人情報保護の態勢を確立するとともに、リスク管理体制の高度化、危機管理体制の再構
築に取り組みます。

効率化の実施や労働条件の変更に伴い協約改正を要する事項は、労働組合との合意が必要であり、今後、労働組合と協
議・交渉を行っていくもの。

アクションプランの詳細については、日本郵政公社のホームページをご覧ください。

http://www.japanpost.jp/top/action/index.html
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3.郵便事業のアクションプラン・フェーズ2

《数値目標》
■利益目標 積立金（18年度末）1,000億円以上

■収益構造の改革　
通常：小包・国際（18年度）8：2（15年度9：1）
■ゆうパックの市場シェア
（15年度6.0%）10%（17年度）

17・18年度の主要取組
Ⅰ　お客さま満足度の高いサービスの実現

～ファーストクラスのサービスの定着と更なる高度化～

1 CSの向上
① 接遇・マナーの向上を図るため、接遇・マナ
ーレベルの認定や研修を推進します。
② 品質の向上を図るため、誤配達・誤送の防止、配
達希望日・配達希望時間帯の遵守等を徹底します。
③ 電話のつながりにくさの改善などCSの向上
を図るため、集荷・再配達受付コールセンター
の拡大を推進します。

2 商品・サービスの改善
① ゆうパック…スピードアップなど更なるサービ
ス改善、品質向上を行い、利用の拡大を図ります。
② 企業郵便…企業が利用する冊子小包、定形外
郵便などについて、サービス改善を行い、利用
拡大を図ります。
③ ダイレクトメール（DM）…DMをより魅力的
な広告媒体として簡便に利用できるよう、IT郵便
等のサービス改善を行い、利用拡大を図ります。
④ EMS…中部国際空港の活用によるスピードア
ップなどサービスの改善により、利用の拡大を
図ります。
⑤ 魅力ある切手・はがきの発行…切手・はがき
に対する多様なニーズに対応するため、発行方
針の見直しを行うなど、魅力ある切手・はがき
の発行により、郵便利用の促進を図ります。
⑥ トータルサービスの充実…民間物流事業者と
の連携の推進、出資子会社の設立により、トー
タルサービスの充実を図ります。

3 利便性の向上
① 郵便局の土・日営業、窓口時間の延伸を拡大
するとともに、ゆうパックの取扱窓口の拡大な
どアクセスポイントの拡充を図ります。

② 郵便追跡システムの入力ポイントの拡大など
郵便物の詳細なオペレーション情報を迅速に提
供するとともに、インターネットホームページ
の充実を図ります。

Ⅱ　確実な黒字体質へ向けた構造改革
～生産性の向上と営業力の強化～

1 JPSの推進
15年度に越谷局でスタートし、16年度に全国に展

開したJPSについて、定着と更なる高度化を図ります。
2 オペレーション基盤の抜本改革
① スピードと効率性を両立するため、ダブルネ
ットワーク化、地域区分局の統合、結節局の整
備、集配拠点の再編、国際郵便施設の整備等、
郵便ネットワークの再構築を行います。
② 1ネット方式、2ネット方式等外務作業システ
ムの見直しを実施します。
③ 内務事務のアウトソーシングの実施、ロジス
ティックシステムの改善等により調達コストの
削減を推進します。

3 営業力のパワーアップ
① 法人営業を担当する職員の研修を実施し、営
業スキルの向上を図ります。
② 海外研修等によりダイレクトマーケティング
のノウハウを吸収し、DM専門要員の育成を推
進します。
③ 地緑性及び機動力を活用し、中小口事業所へ
の営業力の向上を図ります。

4 情報システムの整備
郵便情報システムを全面的に再構築し、窓口等に
おけるPOSシステムの機能向上、ワンインプット化
などにより、利便性を向上させるとともに、事務処
理の軽減とムダ、ムラ、ムリの排除を可能とする情
報システムの高度化を推進します。

■生産性の向上・コスト削減
○JPSの推進（総作業時間） 2年間で15%削減
○調達コスト削減 2年間で10%削減
○職員数 11万4千人（H17.3）→10万9千人（H19.3）

《競争力強化のための重点施策》
17・18年度の2年間合計で約2,600億円（損益ベ

ースでは約1,000億円）の設備投資やサービス改善
施策を実施

収　　益
費　　用
利　　益

17年度
1兆9,062億円
1兆8,812億円

250億円

18年度
1兆8,962億円
1兆8,662億円

300億円

郵便事業のビジョン
《経営課題》
①　成長市場（小包、DM、EMS）への重点投資による収益構造の改革（通常郵便と小包郵便の収入のバランス）
②　CSの向上　　　　　　③　生産性の向上　　　　　　④　情報インフラの整備

お客さま第一の視点による改革とCSの向上で、事業の拡大再生産に向けた基盤づくり
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郵便貯金事業の取組の方向
《現状認識》
・郵貯残高・利ざやの低下に伴い､資金収支が減少す
る中､お客さま継続率の向上を通じた顧客基盤強化
により､構造的に収益性の引き上げを図る必要
・送金・決済サービスを中心に､料金リバランス､デ
リバリーチャネルの見直しと合わせ､不採算サー
ビスの大幅な統廃合が必要
・将来的な収益の支柱として､積極的かつ適切な営
業による投資信託販売の早期採算確保が必要
・窓口業務の機械化等のためのインフラ投資によっ
て､金融機関としての体制を整備することが急務
《中長期的な事業戦略の方向》
①　ファミリーバンク機能の充実
・小口個人のお客さまに､郵便局ネットワークとい
う身近で信頼されるサービス提供窓口を通じて､
総合的な金融サービス（貯蓄､送金・決済､資産運
用）を提供
・お客さまのライフサイクルイベントにおいて生起
する金融ニーズに的確に対応したきめ細やかな資
産運用面でのコンサルティングを実施
② お客さまとの長期・継続的なお取引関係の構築
・商品・サービスラインナップの見直しを通じた高
いサービス品質の確保
・コンサルティング機能と定型的事務処理機能とを
分離し､お客さまのニーズに応じた効率的サービ
ス提供を検討

17・18年度の具体的取組
1 真っ向サービス（顧客の視点での取組）
○　お客さまサービスの向上
・｢お客さま応対マニュアル｣の活用によるCS
レベルの向上
・お客さま満足度調査結果を活用したサービス
改善

○　金融機関として求められる業務品質の確保
・オートキャッシャーの配備による現金過不足

事故の防止
・業務基本動作の徹底
・研修やマニュアル活用によるコンプライアン
スの徹底及びモニタリングによる遵守状況の
検証
・個人情報保護法の施行に伴う顧客情報管理の
徹底
・ICカード導入による本人確認の精度の向上を
通じたセキュリティの向上

③ 金融機関としての体制整備と郵便貯金事業の特
性・強みを伸ばす事業運営
・フロントラインへの集中的なインフラ整備､人材育
成によるお客さまからの一層の安心・信頼の確保
・郵便局の有人店舗ネットワーク､ATMネットワー
クを活用した利便性の一層の向上

《経営指標》

■コスト削減､生産性の向上
調達コスト削減　16年度実績比で10%以上削減
効率化計画　　　 2年間で約2,800人削減

《サービス向上､信頼性確保のための重点施策：
ファミリーバンク投資》
お客さまサービスの向上・信頼性確保の観点から､
機械化､システム構築面で経営資源をフロントライ
ンを中心としたインフラ整備等に先行的かつ集中的
に投下
・投信窓販
・オートキャッシャーの増配備
・ICカード発行
（2年間で833億円）

4.郵便貯金事業のアクションプラン・フェーズ2

貯金残高（年度末）
資金収支
役務取引等収益
当期利益

注：金銭の信託運用損益は除く

17年度
207兆円

1兆9,236億円
993億円
8,900億円

18年度
201兆円

1兆7,375億円
1,059億円
6,800億円

効率化計画数（▲）
増員数（増員施策分）
純減数（▲）

17年度
▲1,131
＋230
▲901

18年度
▲1,970
＋70

▲1,900

計
▲3,101
＋300
▲2,801

（単位：人）

○郵便局がご家庭のメインバンク､｢ファミリーバンク｣として､これまで以上にお客さまのニーズ
にマッチした金融商品・サービスを提供していくために､コンサルティングの充実､継続的なお
取引関係の構築・強化､投資信託等の戦略商品の積極的営業を行っていく｡

○経営資源をフロントラインを中心としたインフラ整備・人材育成等に先行的かつ集中的に投下
するとともに､商品・サービスの見直しにより業務負担の軽減を図り､お客さまの信頼に応える
金融機関としての業務品質向上を図る｡
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5.簡易保険事業のアクションプラン・フェーズ2

・フロントラインにおける業務面のリスク管理
の徹底

2 健全な経営基盤（社内プロセスの視点での取組）
○　既存事業の収益管理・リスク管理の強化
・負債動向の分析強化によるALM管理の充実
・運用資産構成の見直し
・ALMの観点からの定額・定期貯金の計画的な
預入の推進
・送金・決済サービスなどの商品・サービス・
料金体系の見直し
・リスク管理の充実・徹底
○　マーケティング基盤の整備とデータの活用
・利用世帯データシステムの導入による効率的
営業推進
・複数・複合契約の推進の徹底によるお客さま
継続率の向上

○　新規事業サービス分野への選択的投資
・投資信託販売の早期採算確保・顧客サービス
の向上
・ABSなど運用対象の拡大に向けた運用体制の
整備
・ICカード関連サービスの充実のための商品・
システムの開発

○　デリバリーチャネルの見直し
・大都市中心地域におけるモデル店舗の試行実施

基本戦略
《事業ビジョン（目指すべき経営の方向性）》
■真っ向サービス
○　｢お客さま第一の経営｣の実践
・CSの向上
・信頼の確保（コンプライアンスの徹底）
○　ファミリーバンク機能の充実
郵便貯金とともに､郵便局ネットワークを通じ

て､お客さまのライフステージに合わせたきめ細
やかなコンサルティングを実施
■健全な経営基盤
○ 営業力・運用力の強化による堅固な財務基盤
の構築

・営業力・運用力の強化及び業務運営の効率化
により収益性を高め､内部留保を充実
・お客さまの生活を長期にわたり保障するため､
堅固な財務基盤を構築

○　個人生命保険分野における一定のシェア確保
・お客さまに最高のサービスを提供し､個人生
命保険分野において中長期的に一定のシェア
（保有保険金額10%以上）を確保

■明るい将来展望を持てる働きがいのある公社
○　働きやすい､やりがいのある職場作り
職員のモチベーションを高め､職員一人ひとり

が能力を最大限に発揮

・ATM配置・要員配置の見直しによる生産性の
向上
・ダイレクトチャネルの充実

○　JPSの推進
・貯金事務センターにおける生産性の向上
・JPSの全郵便局での展開

3 明るい将来展望を持てる働きがいのある公社（能
力開発と成長の視点での取組）
○　人材育成・確保
・証券外務員資格の取得の推奨・支援
・資金運用・リスク管理等､高度な専門知識・
経験を必要とする分野について､専門能力保
有者の確保
・郵便貯金トレーニングセンターの設置による
非常勤職員の能力向上
・戦略商品営業に対するインセンティブの付与

○　環境整備
・ポイント制の導入など適切な目標設定・評価
を通じたESの向上
・コミュニケーション改革による双方向の意見
交換を通じた組織の活性化
・オートキャッシャー・ICカードの導入による
窓口業務の改善

【事業理念】
「基礎的生活保障のベストサービス｣を提供し､ファーストクラスのご満足をいただける簡易保険を
目指します
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○　満たすべきお客さまニーズ
小口死亡保障､貯蓄代替・資産形成､入院保障
等
○　主力商品
小口基本契約（保障性商品､貯蓄性商品）＋特
約（疾病入院特約等）
注：お客さまの入院保障等へのニーズには特
約で対応

《戦略ドメイン（市場､顧客､商品・サービス）》
○　お客さまに対する役割
郵便局の生命保険として､お客さまの基礎的生

活を保障する｢安心｣を提供
○　ターゲット市場
家庭市場⇒主婦層､高齢層を中心としたお客さま
職域市場⇒昼間在宅率の低い青壮年層を中心と

したお客さま
新契約保険金額の加入年齢別シェア（15年度）
簡保20歳代17.5%､30歳代16.3%､40歳代15.4%､

50歳代16.1%､60歳以上11.2%
民保20歳代28.1%､30歳代30.8%､40歳代16.0%､

50歳代8.8%､60歳以上2.7%

個別戦略=APフェーズ2において実行
《APフェーズ2のテーマ=｢コアビジネスの体質強
化と新たな発展への体制整備｣》
［主要取組］
1 ブランドの維持向上
○　全員参画によるCSの向上
・お客さま相談体制の強化（業務知識の向上・
接遇の向上､かんぽコールセンターの充実等）
・内務事務体制の強化（業務インストラクター
制度の強化 等）

○　信頼の確保
・コンプライアンスの徹底（適正な営業活動の
推進等）
・業務品質の向上（業務取扱上の事故の発生防
止等）

2 収益力の向上
○　営業体制の整備・営業力の向上
・営業エリアの広域化
・人材の育成（新人育成のための体制整備等）
・保険営業専門コースの創設
・職域営業の強化
・エキスパートスタッフ（優績者のOB非常勤）
の拡大
・短期失効解約の抑制
・アウトバウンド業務の実施
・特約付加率の向上
・マーケティングの充実
○　業務運営の効率化
・JPSの推進
・集金事務の効率化
○　運用体制の整備・運用力の向上
・市場分析・審査体制の強化
・運用対象の多様化

3 経営管理の充実
○　ALMの高度化
○　リスク管理の高度化

4 ESの向上
○　職員能力の開発・向上
○　マネジメント能力の向上
○　職場風土の改善

［数値目標］
1 財務基盤の強化
内部留保積増額　1,500億円以上

（17年度550億円､18年度950億円）
注：16年度末の内部留保残高1兆3,698
億円

2 営業力の向上
・新契約の確保　新契約保険料（保険） 600億円
・失効解約の抑制　失効解約限度率 保険3.6%

年金2.3%
・特約付加率の向上　新契約特約付加率 90%以上
3 業務運営の効率化
事業費率5.1%
（中期経営目標｢事業費率5.1%以下｣（15～18年
度平均）の達成）

（参考）
職員数の見込み　16年度末42,000人→18年度末40,500人
資金量の見込み　 〃 117.2兆円→ 〃 111兆円
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3 コーポレート・ガバナンスについて

公社は、総裁、副総裁及び理事によって構成される「理事会」を設け、最高意思決定機関として経営方
針、予算、決算等公社経営の重要事項についての審議・決定を行っています。理事会には社外理事（5名、
平成17年6月現在）が参加しています。
また、公社の経営又は業務執行に関する重要事項を討議する「経営戦略委員会」（役付執行役員により構
成）及び総裁が決定する重要な事項を審議する「経営委員会」（全執行役員により構成）を設置していま
す。
さらに、経営委員会の下部組織として、IT戦略委員会、ガバナンス／コンプライアンス委員会、投資委

員会等、10の専門委員会を置き、経営又は業務執行に関する専門の事項について審議し、経営委員会の機
能を補完しています。
なお、平成16年4月より公社の経営改革として、社外理事を増員してガバナンスの強化を図るとともに、
執行役員制度を導入し経営力の強化を図っています。

公社は、公共性の高いサービスを提供する国営公社として、総務大臣による中期経営目標、中期経営計
画の認可、業績評価等の仕組みを通じて、国の一定の関与の下、自律的・弾力的な経営を行うこととされ
ています。また、民間企業と同様に会計監査人による外部監査、金融庁によるリスク管理に係る検査を受
け、業務の適正な執行を確保する仕組みとなっています。公社は、このような公社外部のガバナンスによ
り、健全な経営を確立し、お客さまの皆さまに、品質の高いサービスを安定して提供する責任を果たして
まいります。

1.公社内部のガバナンス

2.公社外部のガバナンス

日本郵政公社  
郵政事業の経営 

外部役員  

監　査　部　門 監　　事 

理事３人以上　監事１人以上 
（公社法に規定） 

中期経営目標 
中期経営計画 
財務諸表の報告 

法律の制定 
（行政の枠組みを規定） 

国　会  

総務省　郵政行政局 

●郵政事業に関する制度の企画・立案 
●日本郵政公社の監督・検査 
 

総務大臣  

●中期経営計画・中期経営目標等の認可 
●業績評価 
●法令遵守の検査 

立 法 府 

行 政 府 

行政評価局 

行政評価・監視 

会計監査人 

外部監査 

会計検査院 

会計検査 

金　融　庁 

リスク管理に係る検査 
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■（参考2）専門委員会

委　員　会　名

IT戦略委員会

ガバナンス/コンプライアンス委員会

投資委員会

地域/ネットワーク戦略委員会

環境委員会

広報/宣伝委員会

ヒューマンリソーシズ/ES委員会

調達委員会

CS推進委員会

危機管理委員会

公社全体のITの効率化、効果的な活用

ガバナンス機能の強化、コンプライアンスの推進

高額な支出等の適正化

地域関連施策、社会貢献施策の推進、郵便局ネットワークの活用

環境施策の推進

広報、ディスクロージャーの推進

職員の潜在能力の開発・活用、従業員満足度の向上等

コスト削減、調達活動の適正化・効率化

お客さま等の声を分析し、サービス改善等を推進

災害等緊急事態発生時の対応

審　　議　　事　　項

■（参考1）執行役員体制 平成17年4月1日からの執行役員の体制

役　　　職 氏　　　名 担　　当　　業　　務

総裁執行役員

専務執行役員

常務執行役員

執行役員

副総裁執行役員

総裁代理執行役員

生　田　正　治

橋　俊　裕

團　　　宏　明

山　下　　　泉

広　瀬　俊一郎

西　村　清　司

本　保　芳　明

伊　藤　高　夫

岡　田　克　行

間　瀬　朝　久

斎　尾　親　徳

佐々木　英　治

森　　　隆　政

南　方　敏　尚

藤　本　栄　助

湯　澤　芳　雄

寺　 由　起

田　爲　康

白　金　郁　夫

元　女　久　光

池　田　修　一

青　木　幸　治

白　川　　　均

公社を代表し、業務を総理

郵便事業総本部、調達部門及び施設部門の業務の統括

金融総本部、人事部門及び関連事業部門の業務の統括

経営企画部門、経理部門及びコーポレートIT部門の業務の統括

秘書室、人事部門及び関連事業部門の業務に関する事項

CS推進室、郵便局ネットワーク部門及び広報部門の業務に関す

る事項

経営企画部門事業開発部、国際室及び中国室の業務に関する事項

並びに郵便事業総本部エクスプレス事業本部の業務に関する事項

調達部門及び東京支社の業務に関する事項

施設部門並びに郵便事業総本部メール事業本部及び営業推進本

部の業務に関する事項

コーポレートIT部門及び金融総本部情報システム本部の業務に

関する事項

郵便貯金事業本部の業務に関する事項

西日本の郵便営業に関する事項及び近畿支社の業務に関する事項

CSR室の業務に関する事項及び総裁執行役員が特に命ずる事項

経営企画部門経営企画部の業務に関する事項

経理部門の業務に関する事項

調達部門を担当する常務執行役員の補佐

施設部門を担当する常務執行役員の補佐

郵便事業総本部オペレーション本部の業務に関する事項

郵便事業総本部IT本部の業務に関する事項

簡易保険事業本部の業務に関する事項

郵便貯金及び簡易保険の業務の総括に関する事項

郵便貯金及び簡易保険の営業の総括に関する事項

中国支社の業務に関する事項
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日本郵政公社は、「コンプライアンス」を経営上の最重要事項の一つと位置付けて取り組むこととしてい
ます。日々の仕事の中でコンプライアンスを徹底実践し、お客さまの信頼（社会的な信頼）を確保するこ
とを目指しています。
「コンプライアンス」は単に法令、諸規則・各種規程類を守ることだけではありません。公社の役職員

として、これらを守ることは当然であり、これに加えて倫理、社会規範、モラル、マナーも遵守し、公正
な行動をとることを目指しています。
コンプライアンスに関する方針等を策定し、公社全体としてのコンプライアンスの推進体制を整備する

とともに、各種会議・研修等を通じたコンプライアンス意識の浸透にも取り組んでいます。

日本郵政公社は、以下のとおりコンプライアンスに関する方針等を策定しています。

①日本郵政公社コンプライアンス基本方針
「経営理念」、「行動憲章」に基づき、コンプライアンス推進のための基本的事項を定めたもの。

②お客さまへの商品・サービスの提供にあたって
①に基づき、郵便局における商品・サービスの提供にあたっての基本姿勢を定めたもの。

③日本郵政公社コンプライアンス・プログラム
①に基づき、コンプライアンスの推進に関する具体的計画を定めたもので、毎年作成するもの。

④コンプライアンス・マニュアル
①に基づき、役職員がコンプライアンスを実践するための具体的な手引書として策定したもので、全役

職員に配布したもの。
さらに上記公社全役職員用のマニュアルに加えて、簡易保険事業においては、簡易保険の募集に従事す

る職員に対して、保険募集等業務内容に則した「コンプライアンス・マニュアル（保険募集従事者用）」、
加入者福祉施設で働く職員を対象に「コンプライアンス・マニュアル（加入者福祉施設用）」を、また、医
療関係機関に従事する職員に向けて、医療関係事務内容に則した「コンプライアンス・マニュアル（医療
関係職員用）」を策定し、配布しました。

4 コンプライアンス（法令等の遵守）の取組

1.コンプライアンスに関する方針等の策定
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■コンプライアンスに関する方針等の体系

コンプライアンス・ 
マニュアル 

役職員がコンプライアンスを 
実践するための具体的手引書 

お客さまへの商品・ 
サービスの提供にあたって 
商品・サービスの提供にあたっての 

基本姿勢 

基本方針細則 
組織体制等の細則 

コンプライアンス・プログラム 
コンプライアンスの推進に関する具体的計画で毎年作成するもの 

信　頼 

経営理念 

行動憲章 

実現の基礎 

コンプライアンス 

コンプライアンス基本方針 
コンプライアンス推進のための基本的事項を定めたもの 

公　社 
お客さま 
（国民） 

信頼の礎をさらに確かなものにしていき
ながら、新しい価値を創造し、常に進化
し続けます 

「信頼を基にする公社」 
「開かれた公社」 
「お客さま情報を厳正に管理する公社」 

わたしたちは、日本郵政公社「行動憲章」のもと、関係法令等を遵守し、以下のとおり
商品・サービスの適切な提供に努めます。

１　お客さまのニーズに応じ、適切な商品・サービスの提供に努めます。

２ お客さまご自身の判断でご利用していただくため、商品・サービスの内容を十分に理
解していただくよう説明に努めます。

３ 不確実な事項について断定的に説明したり、事実でない情報を提供するなど、お客さ
まの誤解を招くような説明は行いません。

４ 商品・サービスの説明をさせていただく時間帯・場所等については、お客さまのご迷
惑とならないよう努めます。

５　商品・サービスの提供に当たって知り得たお客さまに関する情報は、厳正に管理します。

６ 適正な商品・サービスの提供が行えるように研修を充実させるとともに、一人ひとり
が知識の習得に努めます。

■お客さまへの商品・サービスの提供にあたって
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■コンプライアンスの推進体制

本　社 

郵便局等 

支　社 

郵便局長等 
コンプライアンス責任者 

三事業部 
コンプライアンス会議 
コンプライアンス担当課 

CSR室 
コンプライアンス委員会事務局 
公社全体コンプライアンス統括 

総　本　部 
コンプライアンス会議 
コンプライアンス担当部 

ガバナンス・コンプライアンス委員会 

CCO 
CO

人　事　部 

監 査 部 門 

人 事 部 門 

その他の部門 

総　裁 
理　事　会 

経営委員会 

支社長（企画部） 
コンプライアンス連絡会 

支社域内コンプライアンス統括 

監　査　室 

CCO：チーフ・コンプライアンス・オフィサー 
CO   ：コンプライアンス・オフィサー 

2.コンプライアンスの推進体制の整備

「日本郵政公社コンプライアンス基本方針」に基づく公社のコンプライアンス推進体制として、公社本
社にガバナンス・コンプライアンス委員会を設置するとともに、公社全体のコンプライアンスの推進を統
括する責任者として「チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）」を配置しています。
また、本社CSR室及び三事業本部にコンプライアンス推進を統括する責任者として「コンプライアン

ス・オフィサー（CO）」を設置するとともに、各機関にコンプライアンス責任者を配置しています。
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5 個人情報保護に関する取組

日本郵政公社は、「個人情報の取扱いに関する基本方針」（プライバシーステートメント）を定め、この
基本方針に基づき、個人情報を厳正に管理しています。
なお、日本郵政公社ホームページで、この基本方針を公表しています。

日本郵政公社では、お客さまに対して満足度の高いサービスを提供していく上で個人情報の保護が重要
なテーマであると認識し、個人情報保護に関する方針を定め、これを実行いたします。

個人情報の収集
お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただく

ために、必要な範囲で適正かつ公正な方法により個人情報を収集いたします。

1.

利用目的の明示
お客さまが公社のサービスをご利用いただくに当たり、公社は、お客さまの個人情報の提供

を書面によりお願いする際は、その書面から利用目的が明らかに分かる場合を除き、利用目的
を明示すると共に利用目的の範囲内で利用させていただきます。

2.

個人情報の保護
公社では、郵便局、貯金事務センター、簡易保険事務センター及びその他すべての組織に責

任者を置き、収集した個人情報への不正な侵入、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等に
対して適切な安全対策を講じます。

3.

正確性の確保
お客さまの個人情報を利用目的の範囲内で正確、かつ最新のものとするため適切な措置を講

じると共に、お客さまの利益の保護のため、お客さまのお申し出により、公社に登録されてい
るお客さまご自身の個人情報の開示、訂正などの請求があった場合は、誠実に対応いたします。

4.

法令等の遵守
公社は、個人情報を確実に保護するため、個人情報保護関連法令及び内部規程などを遵守し、
個人情報の取扱いについて十分な注意を払ってまいります。

6.

継続的改善
公社は、個人情報の適切な保護を維持・改善するため、内部規程を継続的に見直し、常に最

良の状態を維持します。

7.

個人情報の外部への提供
公社の健全な運営等のため、次のいずれかに当たる場合は、個人情報を必要な範囲で外部に

提供することがあります。
・お客さまご本人が同意されている場合
・法令の定めにより提供しなければならない場合
・秘密保持契約を締結した上で業務委託等を行う場合

5.

個人情報の取扱いに関する基本方針（プライバシーステートメント）
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6 情報セキュリティ

日本郵政公社の郵便・貯金・保険の各サービスは、多くのお客さまにご利用していただいております。
わたしたちがお取り扱いさせていただいているお客さまに関する情報は、厳重な管理・対応が要求され、
また、ご利用していただくサービスは、安全なものでなければならないものと考えています。お客さまに
安心してサービスをご利用していただくために、わたしたちは、情報セキュリティの重要性を認識し、情
報セキュリティに配慮した行動に努めます。このためには、不正な侵入による情報の流出、紛失、事故・
災害によるサービスの中断等からお客さまの大切な情報を守り、安全に管理するために、以下の事項に取
り組んでまいります。

わたしたちは、情報セキュリティを推進していくために、日本郵政公社情報セキュリティポ
リシーを定め、それを遵守してまいります。

1.

わたしたちは、継続的な情報セキュリティ教育により、常に情報セキュリティに関する重要
性を認識し、意識向上に努めます。

2.

わたしたちは、情報セキュリティを維持向上させるために、継続的に点検を実施して、見直
し、改善を続けます。

3.

7 リスク管理への取組

日本郵政公社は、郵便、郵便貯金、簡易生命保険というそれぞれ異なった特性を持つ事業を経営してお
り、様々なリスクにさらされています。
日本郵政公社では、経営の健全性を確保し、お客さまからの信頼を確保するため、リスク管理を経営上の
重要課題の一つとして位置付け、公社を取り巻くリスクを管理するための基本となる全社的な方針として
「日本郵政公社リスク管理基本原則」を理事会において決定し、これに基づきリスク管理を行っています。

日本郵政公社には、郵便事業を担当する郵便事業総本部、郵便貯金事業及び簡易保険事業を担当する金
融総本部が設置され、また、各業務のうち、人事、経理等の共通した業務について担当している部署も別
に設置されています。そこで、各部署に、「日本郵政公社リスク管理基本原則」を踏まえ、それぞれリスク
管理担当を置き、担当する業務に関するリスクについて、その特性等に応じた適切な方法によりリスク管
理を行っています。
特に、金融総本部においては、郵便貯金事業及び簡易保険事業について、統合的なリスク管理に取り組

むためのリスク管理専担部署として「統合リスク管理部」を設置するとともに、リスク管理に関する審議
等を行うための「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の強化に取り組んでいます。
以上のような各部門におけるリスク管理機能の有効性・適切性は、独立した内部監査担当部署である監

査部門において、定期的に監査が実施されています。

1.リスク管理に対する基本的な考え方

リスク管理に対する基本的な考え方

公社におけるリスク管理体制
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郵便貯金は、専ら個人を対象として日常生活に必要不可欠な金融サービスを、全国あまねく設置された
約24,100の郵便局で提供する金融機関であり、他の金融機関とは違った特色を有しています。
郵便貯金では、お客さまに安心して郵便貯金をご利用していただくため、郵便貯金のリスクを適切に管

理しコントロールすることを事業経営上の重要課題と認識し、健全経営と信頼性の維持に努めています。

郵便貯金事業では、事業の特性に応じた実効性のあるリスク管理を行うため、管理体制の基本的事項を
定めた「郵便貯金リスク管理基本方針」に基づき管理を行っています。
郵便貯金のリスク管理体制を構築するに際しては、リスク管理の実効性と業務の効率性のバランスを考

えた「簡素で、効率的なリスク管理」をコンセプトとして、経営資源を有効に活用した3層からなるリス
ク管理体制（3層からなる重層的な体制）を構築しています。
具体的には、｢健全経営の維持｣に係るリスクについては、統合リスク管理部が定量的・確率的手法によ

り直接計測・管理し、「信頼性の維持」に係るリスクについては、郵便貯金事業の組織をフロント（フロン
トとバックは分離）とミドルに分け、各業務を所管するフロント（第1層）において、リスク管理のため
の規則を自ら定め、各リスク管理の状況をミドル（第2層）において統括管理するとともに、独立したリ
スク管理部門である統合ミドル（第3層）においてフロント及びミドルの管理体制を間接的に管理してい
ます。
また、郵便貯金事業に係る組織は、原則として利益相反業務を組織分離又は職責分離をし、リスク管理

の観点から相互に牽制機能が発揮される組織体制として整備しています。このような管理の状況は、金融
総本部長の下に金融総本部リスク管理委員会を設置するとともに、郵便貯金事業本部長の下に郵便貯金リ
スク管理委員会を設置し、郵便貯金のリスク管理について審議しています。

2.郵便貯金事業のリスク管理

郵便貯金事業におけるリスク管理体制

郵便貯金の資産は、全額自主運用が開始された平成13年度以前に預託された財政融資資金預託金（預託
期間7年、固定金利）以外については、国債等の有価証券が中心となっています。また、負債は、定額貯
金（最長預入期間10年、固定金利、6か月経過後払戻自由）が大半となっています。
こうした郵便貯金の資産・負債の特性から、金利上昇の際、定額貯金の預替えが発生し、定額貯金と保

有資産の金利期間のミスマッチが発生することにより、将来の損益が変動するリスクと、金利変動等によ
り国債等の保有資産の価値が変動するリスクが、経営上の主要なリスクであり、この二つのリスクを合わ
せて「企業価値変動リスク」として管理しています。

健全経営の維持に向けた取組
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企業価値変動リスクの計測

◆企業価値変動リスクを計測する手法として、金利リスクによる期間損益の変化に着目するEaR
（Earnings at Risk）を拡張したCEVaR（Company Earnings and Value at Risk）を採用してお
り、それを具体化したリスク管理モデルを用いて計測しています。

◆具体的には、乱数により作成した1万本の金利・為替・株価のシナリオを元に、将来の資産・負
債を推計し、それぞれの時点における期間損益及び資産価値の変動をシミュレーションすること
により得られる損益分布から企業価値変動リスクを定量的・確率的に把握することができ、主に
「CEVaR（B/Sベース）最悪95％値」（良い方から数えて9,500番目の数値）が赤字とならないよ
うに管理を行っています。

◆また、経営に様々な影響を与えるシナリオを想定したストレステストを実施することにより、一
層徹底したリスク管理を行っています。

注1：CEVaRを具体化した郵便貯金のリスク管理モデルを「RaVEC」（登録商標）と呼んでいる。
注2：「CEVaR（B/Sベース）」とは、「設立時資産・負債差額」、「利益剰余金（又は欠損金）」、「その他有価証券評価差額金」の合計（財

務諸表の貸借対照表の資本の部に相当）。

企業価値変動リスク把握のイメージ 

発
生
回
数 

損益（小） 損益（大） 損益（大） 損益（大） 

年度 

損益（小） 損益（小） 

+ =

+ =
リスク管理値 

期間損益分布の推移 評価損益分布の推移 企業価値分布の推移 

期間損益の変動 資産価値の変動 企業価値の変動 

CEVaR（B/Sベース）最悪95%値

19年度末18年度末17年度末

66,332億円58,616億円52,618億円

企業価値変動リスクの計測結果（平成17年3月末）

注1：各年度の数値は、財務諸表の貸借対照表の資本の部に相当します。また、年度ごとに確率的分布による最悪95%値を示しており数
値は連続していません。

注2：「CEVaR（B/Sベース）最悪95％値」とは、「設立時資産・負債差額」、「利益剰余金（又は欠損金）」、「その他有価証券評価差額金」
の合計（財務諸表の貸借対照表の資本の部に相当）で、シミュレーションによって得られた1万通りの計測結果の中、良い方から数
えて9,500番目の数値を指します。

《参考》市場変動（金利・株価・為替）によるリスク概算（感応度）

注1：「金利・その他有価証券（B/S）」欄の残高には、外貨債を含んでいます。
注2：（B/S）、（P/L）とは、それぞれ財務諸表（B/S、P/L）に評価損益を計上する必要があるものです。

（平成17年3月末現在）

要　因 影　響 残　高 感　応　度

金　利

為　替

株　価

満期保有目的の債券

その他有価証券（B/S）

外貨債（B/S）

株式（P/L）

株式（P/L）

102兆円

30兆円

3兆円

3兆円

＋0.1%

＋0.1%

10円円高

10円円高

▲1,000円

▲1,000＄

▲3,960億円

▲880億円

▲2,370億円

▲ 830億円

▲2,020億円

▲920億円
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簡易保険事業は、お客さまの大切な資金をお預かりし、万一の時の生活保障手段を提供している事業です。
経済情勢など事業を取り巻く経営環境が大きく変化する中で、将来にわたり健全な事業経営を維持し、

お客さまに安心してご利用いただくためには、適切なリスク管理を行うことがますます重要になってきて
いると考えています。

3.簡易保険事業のリスク管理

信頼性の維持に向けた取組

信頼性の維持を目的とした「オペレーショナルリスク（市場関連リスク、流動性リスク、システムリス
ク及び事務リスク）」は、郵便貯金事業を運営する上で発生するリスクであり、業務フロー及びリスク評価
シートを使ってリスクを洗い出し、その原因や現状の管理体制を含めて認識するとともに、リスクマップ
によりリスクの発生頻度・影響度を評価して「管理リスク」を選定しています。
「管理リスク」については、従来の業務管理以上の管理体制を整備してリスクの低減に努めています。
また、市場関連リスク、流動性リスクの管理については、増減額や上限値の設定、内部格付による取引先
の制限などリスクリミットを設定して管理するなど、それぞれのリスク特性に応じた管理を行っています。

注：郵便貯金では、公社という経営形態の下、市場関連リスクや流動性リスクを含めて、オペレーショナルリスクとしてルールへの準拠性を中心と
して管理しています。したがって、一般的なオペレーショナルリスクという言葉とは意味が異なっています。

■市場関連リスク
市場関連リスクとは、市場取引（調達・運用・運用委託）・ALM運営に係る管理基準が不適切、あるい
は管理が適切に行われないことにより、損失を被るリスクを分類・管理しています。
具体的には、
・ALMリスクの管理

ALM方針に定める基準の準拠性について、資金運用においては、新規運用額の年限構成、資金調達に
おいては、郵便貯金の増減額に管理基準を設定しています。
・信用リスクの管理

国内債券、外国債券、短期運用などの資金運用に当たっては、内部格付基準に基づく格付により、購
入対象、一発行体あたりの上限保有額、売却基準等を設定しています。
・運用委託リスクの管理

委託運用（単独運用指定金銭信託：指定単）においては、内部格付基準による委託先基準、トラッキ
ングエラーの上限値等を設定しています。

■流動性リスク
流動性リスクとは、資金配置・資金繰りに係る管理基準が不適切、あるいは管理が適切に行われないこ

とで、貯金の払戻しに応じられない、資金決済に必要な資金の確保が困難になる等により、損失を被るリ
スクを分類・管理しています。具体的には、郵便貯金資金・郵便振替資金・貯金余裕金の各資金ごとの資
金決済に必要な資金の確実な確保のための基準等を設定しています。

■システムリスク
システムの企画・開発・運行、システム委託、セキュリティに係る管理基準が不適切、あるいは管理が適
切に行われないことによりシステム障害・不正使用等が生じ、損失を被るリスクを分類・管理しています。

■事務リスク
事務処理・事務委託等に係る管理基準が不適切、あるいは管理が適切に行われないことにより、損失を

被るリスクを分類・管理しています。
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簡易保険事業では、事業の特性に応じた実効性のあるリスク管理を行うため、管理体制の基本的事項を
定めた「簡易生命保険リスク管理基本方針」に基づき管理を行っています。
簡易保険事業では、事業に係るリスクを網羅的に把握し、その重要度に応じた管理を行っていくとともに、
・業務執行部門においては、収益を追求する業務部門（第一層）と、これを支援、管理する企画部門（第
二層）に分離し、相互けん制のもと自らリスクを管理する
・業務執行部門から独立した統合リスク管理部（第三層）を設置し、一元的かつ統合的にリスクを管理する

という重層的なリスク管理体制をとることにより、事業経営の健全性を確保することとしています。
このような管理の状況は、金融総本部長の下に金融総本部リスク管理委員会を設置するとともに、簡易保険
事業本部長の下に簡易生命保険リスク管理委員会を設置し、簡易保険のリスク管理について審議しています。

■保険引受リスク
保険引受リスクとは、運用利回り、保険事故の発生率、事業費が保険料設定時の予測に反して変動する

ことにより損益が悪化するリスクです。
生命保険契約は、お客さまが抱える死亡、病気、ケガ等のリスクを何十年という長期間にわたりお引き

受けする契約であることから、保険引受時に、今後どのようなリスクの発生が予想されるのか、的確に把
握、管理しておく必要があります。
簡易保険事業においては、市場動向、保険事故の発生率、事業費等の状況把握・分析を踏まえてリスク

を計測し、適切な保険料の設定、必要な準備金の積立などによりリスクを管理しています。

■資産運用リスク
資産運用リスクとは、市場環境の変化により、運用利回り又は資産（オフバランス資産を含む。）の評価
額が変動するリスクです。資産運用リスクは、市場リスク、信用リスク、市場流動性リスクに分類し、管
理しています。簡保資金の一部については、信託銀行、投資顧問に委託して運用していますが、これらの
運用に係る資産運用リスクについても把握し、事業全体の資産運用リスクを統一的に管理しています。
なお、少ない資金で大きな金額の取引を行うことができ、予想外の損失を被ることもあり得るデリバテ

ィブ取引については、ヘッジ目的に限り利用することとし、投機的な取引は行いません。

・市場リスク

市場リスクとは、金利、株価、為替等の変化により、
運用利回り又は資産の評価額が変動するリスクです。
市場リスクの管理に当たっては、株式、債券等異なる
運用資産の市場リスクを統一的な指標で管理するため、
VaR（バリューアットリスク）を利用し、市場リスク
の量が一定範囲に収まるように管理しています。

簡易保険事業におけるリスク管理体制

各種リスク管理に向けた取組

資
産
価
値 

将来時点 現時点 

VaR（Value at Risk）とは 
一定の確率の下で被る可能性のある 
保有資産の潜在的な最大損失額 

VaR

潜
在
的
な
最
大
損
失
額 

《参考》市場変動（金利・株価・為替）によるリスク概算（感応度）

資　産 残　高 感応度
満期保有債券 22兆円 +0.1% （▲1,060億円）
責任準備金対応債券 52兆円 +0.1% （▲2,750億円）
その他（B/S） 12兆円 +0.1% ▲400億円
外貨債（B/S） 3兆円 10円円高 ▲2,920億円
外国株式（B/S） 1兆円 10円円高 ▲1,260億円
国内株式（B/S） 4兆円 ▲1,000円 ▲3,790億円

（平成17年3月末）

要因

金利

為替

株価

注1：満期保有債券及び責任準備金対応債券については、時価評価の対象ではなく、B/Sには反映されません。
注2：「金利・その他」欄の残高及び感応度には、外貨債を含んでいます。
注3：「為替」欄の感応度は、全ての通貨がドルと同じ変動率で変動するものとして計算しています。
注4：「株価・国内株式」欄の感応度は、日経平均が1,000円下がったときの損失額です。
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・信用リスク

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、運用利回り又は資産の評価額が変動するリ
スクです。
格付会社の格付けを利用し、与信不適格基準を定め、管理するとともに、債務者ごとの総与信額につ
いて、限度額を設け、管理しています。また、信用リスクが特定の企業に集中し、巨額の損失を被る
ことのないように、個社別に債券、預金等と株式を合算し、リスクを認識しています。

・市場流動性リスク

市場流動性リスクとは、市場の混乱等により、市場において取引ができないこと又は通常より著しく
不利な価格での取引を余儀なくされることにより、運用利回り又は資産の評価額が変動するリスクで
す。
市場流動性リスクの管理に当たっては、市場における売買状況の分析を踏まえ、一銘柄ごとに保有上
限を設け、管理することにより、市場において一定の流動性を確保しています。

■資金繰りリスク
資金繰りリスクとは、解約の増加等により資金繰りが急激に悪化し、資金ショートするリスクです。簡

易保険事業においては、保険料・保険金等の受払や運用資金の受払などの準備資金の金額を設定し、この
準備資金を確保することにより、資金繰りリスクに適切に対応しています。
資金繰りリスクの管理に当たっては、資金繰り状況のひっ迫度に応じた区分を定義し、それぞれの区分

ごとに準備資金にリミットを設定し、管理、検証することにより資金繰りに支障を来たすことのないよう
にしています。

■事務リスク
事務リスクとは、役員又は職員が正確な事務を怠る、あるいは事故、不正等を起こすことにより損失を

被るリスクです。
簡易保険事業においては、過去に起きた事故及び起こり得る可能性のある事故等を把握し、適切に事務

処理できるよう事務規程を策定・整備するとともに、教育、啓発等に取り組んでいます。また、業務執行
部門における事務リスク管理の態勢の検証を行うとともに、事故等が起こった場合は必要に応じて調査を
行う部門を設置することにより、相互けん制のもとリスクの軽減に努めています。

■システムリスク
システムリスクとは、情報システムの障害及び不正使用等により損失を被るリスクです。
簡易保険事業においては、簡易保険の電子計算システムのメインコンピューターセンターを2か所に設

置し、相互バックアップ体制を構築することにより、システムダウンによるリスクに対応するとともに、
重大な障害が発生した際の対応マニュアルを策定し、迅速な対応を行える体制を整備しています。また、
日本郵政公社情報セキュリティポリシーに基づき、各種セキュリティ対策を実施し、情報資産の保護を徹
底しています。

郵便事業では、お客さまからお預かりした大切な郵便物を確実にお届けするため、事故及び不正の予防
に取り組むほか、報告体制を整備し、万一事故等が発生した場合の迅速な対応に取り組んでいます。
郵便事業総本部内の各部及び各室は、自ら担当する業務についてリスクを把握し、その評価を行い、評

価を踏まえ、必要な対応策を講じています。リスク管理責任者は、リスク管理の適切性及び有効性を確保
するため、各部及び各室におけるリスク管理の状況について、定例及び随時に報告を求め、検証を行うと
ともに、必要に応じて、改善のための指導を行います。

4.郵便事業のリスク管理
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8 JPSの取組

1.郵便事業

「JPS」は郵便物の引受から配達までの全ての作業工程を見直し、作業のムダ・ムラ・ムリを取り除き、
生産性・安全性の向上、お客さまに品質の高いサービスを提供することを目的に、平成15年1月から埼玉
県の越谷局で取組を始め、現在では、全国で集配事務を行っている郵便局、1,001局をA・B・Cグループ
に分けて、次の施策等に取り組んでいます。

○　4S（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底

働きやすく安全で効率的な作業環境づくりの基礎である4Sを徹底して取り組んでいます。
○　作業量の見える化：原単位化

郵便物の区分作業などを一定の時間（例：15分）の作業量（原単位）に仕分けして、必要な作業時間
を把握できるようにして、作業処理の平準化等を行っています。
○　作業締切時間、先後作業の明確化

郵便物輸送容器に作業締切時間を明確にしたフラッグ表示（写真）、原単位として仕分けして区分する
郵便物へのプレート表示等を行い、時間内で間違いのない適正な作業を行うように取り組んでいます。

平成16年度目標「17年3月期10％の生産性向上（対前年同月作業時間の削減）」に対して、次の成果を
得ました。
○ 総体で9.1％の向上（越谷郵便局では10.4％（取組開始からの累計29.2％）となりました。（Aグルー
プ：10.4％（取組開始後の累計21.2％）、Bグループ：10.7％、Cグループ：8.0％）
○ サービス品質面では、輸送容器へのフラッグ表示等による小包区分作業時間の厳守、誤配達等をなく
す取組を拡充し、誤配達等は、総体で前年比67.8％まで減少等の成果を上げました。

平成17年度は一層のJPS推進のため、全国50地域で108局のコア局を選定して、近隣の郵便局も参加し
て集中改善に取り組み、参加して得たノウハウを基に各局で改善に取り組み、生産性向上、安全性向上、
サービス品質向上の目標達成に取り組んでいます。

写真①、②：区分する郵便物を1ケース15分単位に分け、必要な作業時間がわかるようにします。また作業
順番を明確にするため、それぞれのケースに作業終了の時刻を表示したプレートを付けます。

写真③　　：郵便物区分の処理時刻を大きく書いたフラッグを輸送用の容器（パレット）に取り付けて、
離れた所からでも遅れがないか判別できるようにしています。

注：Aグループの郵便局は越谷局など30局、Bグループの郵便局は177局、Cグループの郵便局は794局

写真① 写真② 写真③

これまでの取組

本年度の取組

個別作業における改善例
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2.郵便貯金事業

郵便貯金事業に従事する職員一人ひとりが、それぞれの職場における事務処理の実態や業務環境を点検
し、自らの創意と工夫により業務改善・改革に継続的に取り組み、生産性の向上、コストの低減等を図る
ことにより、経営基盤の充実・強化することを目的としています。
また、こうした取組を繰り返し実施していくことにより、業務品質の向上、お客さまサービスの向上及

び働きがいのある職場を確立していきます。

窓口応援の動線を確保したことにより、後方からの応援が行いやすくなり、お客さま待ち時間の短縮及
び事務の効率化を図ることができた。

磁気媒体（FD）ケースを格納（60個）できる箱を活用することにより、事前準備及び授受時の確認作業
の効率化を図ることができた。

郵便局の具体的な取組例

貯金事務センターの具体的な取組例

【改善前】 【改善後】

【改善前】 【改善後】

動線の確保
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9 お客さま満足度の向上

日本郵政公社では、お客さま満足度の向上を公社経営上の最重要課題の一つとして、郵便局・支社・本
社のそれぞれにCS推進委員会を設置し、お客さまやお客さまと接している職員からの様々なご意見・ご要
望等を経営サイドが迅速に取り入れ、速やかにサービス・業務改善等に反映できるよう取り組んでいます。
お客さまからのご意見・ご要望等については、郵便局が直接お伺いするほか、ご案内・ご相談窓口をご

用意し、お電話や電子メールによるご意見等も承っております。お客さまへの回答については、それぞれ
の機関においてお答えすることを基本としていますが、各機関で解決等できない事項については、支社や
本社のCS推進委員会等において検討・審議し、積極的かつ迅速なお客さまサービスの向上に努めていると
ころです。今後とも、お客さま等の声に積極的に耳を傾け、「プロフェッショナル」として卓越したサービ
スを提供することをめざします。

CS推進委員会 
（改善策等の検討） 

集約・共有 

CS推進委員会 
（改善策等の検討） 

集約・共有 

CS推進委員会 
（改善策等の検討） 

集約・共有 

お 客さまの声  

サービス改 善の実施  

郵 便 局  支 　 社  本 　 社  

お 客さま満 足 度 の 向 上  

3.簡易保険事業

簡易保険事業におけるJPS（トヨタ生産方式を応用した生産性向上等の取組）は、職員自らが創意・工
夫、PDCA（Plan Do Check Action）を繰り返すことにより、業務の改善・改革を推進し、お客さま
サービスの向上、業務品質の向上、生産性の向上を図り、経営基盤の充実・強化を図ることを目的として
取り組んでいます。
平成16年度においては、全簡易保険事務センターで、また、郵便局では一部で試行的に実施をしてきま
した。平成17年度は、この取組を全国の郵便局に展開し、推進を図っていくこととしています。
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10 公社施設のスペース活用

郵便局等をご利用されるお客さまの利便向上等を目的として、公社施設の余裕スペースの有効活用を行
っています。

平成16年3月から、多くの飲料メーカーとの連携により、郵便局窓口ロビー等において「飲料共通自動
販売機」が展開されています。

● 特定のメーカーに偏らないミックス方式で、お客
さまの多様なニーズに対応可能

● 日本古来の伝統色をベースとしたオリジナルなカ
ラーデザイン（5色）を採用

● 環境に配慮する最新鋭の省エネ型の自動販売機を
採用

● 自動販売機の前面パネルを利用し、郵便局からの
お知らせ情報等を発信

1.公社施設の余裕スペースの民間事業者等への貸付け

2.郵便局への「飲料共通自動販売機」の展開

貸付時期 貸付内容 貸付実施郵便局等
ギャラリー、コンサート会場
お中元商品の販売コーナー

コンビニエンスストア
（ローソン）
観光特産品の販売コーナー
文房具類の販売コーナー
文房具類の販売コーナー
和菓子の販売コーナー
お歳暮商品の販売コーナー

ふるさと産品の販売コーナー
コンビニエンスストア
（ローソン）
コンビニエンスストア
（am/pm）
静岡茶のPRコーナー

下関南部町郵便局
名古屋中郵便局
千種郵便局
春日井郵便局
代々木郵便局
青葉台郵便局
角館郵便局
仙台中央郵便局
長野中央郵便局
松任郵便局
本郷郵便局
浅草郵便局
足立北郵便局
広島東郵便局
日本郵政公社
北海道支社
本郷郵便局

静岡中央郵便局

平成15年 5月
平成15年 6月

平成15年 8月

平成15年10月
〃

平成15年11月
〃
〃

〃
平成16年 8月

平成16年10月

平成17年 4月

■貸付事例

■自動販売機の特徴
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11 民間事業者との提携

コンビニエンスストアとの提携を行い、コンビニ店舗内へ郵便ポストを設置して郵便物の取り集めを開
始したり、コンビニ店舗内でのゆうパックの引受けを展開しています。

平成15年12月に（株）オリエンタルランドとの提
携を行い、次の取組を実施しました。

①平成16年3月から（株）オリエンタルランドの通
販カタログ「many many」を全国の郵便局に
おいて展開。
②平成16年5月5日に（株）オリエンタルランドが
「こどもPOST HOUSE」を開設し、切手・は
がきの販売、ゆうパックの引受、こども向けオ
リジナル商品の販売等の開始。

1.コンビニエンスストアとの提携

2.株式会社オリエンタルランドとの提携

■提携一覧
実施時期 取組概要 提携先

平成15年 1月

平成15年12月

平成16年 4月

平成16年 6月

平成16年 8月

平成16年11月

平成17年 6月

平成17年 7月

・全国のローソン店舗（約7,700店）内に郵便ポスト
を設置
・愛知県、岐阜県、静岡県、三重県のサークルK及び
サンクスの店舗（約1,400店）内に郵便ポストを設置
・愛知県、岐阜県、静岡県、三重県以外の地域に所在
するサークルK及びサンクスの店舗（約3,300店）
内に郵便ポストを設置
・am/pmの一部直営店舗（東京都10店）及びデイリ
ーヤマザキの一部直営店舗（東京都16店舗）にて
ゆうパックの取扱いを試行実施
・上記店舗内にポストを設置
・am/pm一部店舗（東京都30店）に設置する｢フルタ
イムボックス｣で、不在等により受け取ることので
きない書留や小包などの郵便物を、24時間受け取
りができるサービスを開始
・全国のローソン店舗（約7,900店）でゆうパックの
取扱いを開始
・全国のミニストップ店舗（約1,700店）及び東京都内
のam/pm店舗（約700店）、東京都内のデイリーヤマ
ザキ店舗（約200店）でゆうパックの取扱いを開始
・全国のミニストップ店舗及び全国のデイリーヤマザ
キ店舗内に郵便ポストを設置
・茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、山梨県のam/pm店舗（約850店）内
に郵便ポストを設置

（株）ローソン

現（株）サークルKサンクス

現（株）サークルKサンクス

（株）エーエム・ピーエム・ジャ
パン
（株）デイリーヤマザキ

（株）エーエム・ピーエム・ジャ
パン

（株）ローソン

ミニストップ（株）
（株）エーエム・ピーエム・ジャ
パン
（株）デイリーヤマザキ

（株）エーエム・ピーエム・ジャ
パン
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12 環境への取組
日本郵政公社は、全国に郵便局ネットワークを展開する大きな事業体であり、その事業活動には大きな

環境負荷を伴っています。
そこで、郵政公社発足時に「環境基本宣言」を制定し、環境に配慮した経営を行っていくこととしたと

ころです（平成17年4月改訂）。
また、専門委員会の一つとして環境委員会を設け、「環境基本宣言」で明示した理念と方針の具体化とし
て、郵政公社の環境に関する計画や具体的施策を検討し、順次、実践に移しています。

1.郵政エコプラン（日本郵政公社環境中期計画）等

郵政エコプラン（対象期間：H16～18年度）の概要 17年度エコアクションプランの概要

分 野 目標（３年間の到達点）
H18年度のCO2排出量をH14年度比2.2％削減 CO2排出量をH14年度比1.0％削減

到達目標
（全　体）

（1） 環境負荷の削減（全体）

郵政エコプラン（正式名称は「日本郵政公社環境中期計画」）は、平成16～18年度の3か年を対象とし
て、郵政公社の環境施策の目標及び取組を盛り込んだ中期計画です。
また、郵政エコプランの達成に向け、単年度の目標及び具体的施策を盛り込んだ年度計画が、17年度エ
コアクションプラン（正式名称は「平成17年度環境行動計画」）です。
これらの計画においては、郵政公社の事業活動に伴って発生するCO2排出量を、H14年度比でそれぞれ

2.2％削減（郵政エコプラン）、1.0％削減（17年度エコアクションプラン）する目標と施策のほか、電気使
用量・コピー用紙使用量・上水道使用量削減等の数値目標と施策等を定めています。
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1.省エネ・
省資源

電気、ガス等の施設の省エネルギー

紙、水等の省資源
・コピー用紙使用量（職員一人あたり）25％削減
・上水道使用量の5％削減

・コピー用紙使用量（職員一人あたり）12.5％削減
・上水道使用量の5％削減

・電気使用量の6％削減（H14年度比（以下同じ））
・燃料使用量の8％削減

・電気使用量の5％削減（H14年度比（以下同じ））
・燃料使用量の6％削減
・省エネ診断実施済683施設の省エネの着実な推進

2.局舎整備

環境に配慮した局舎（エコポストオフィス）整備
（床面積あたりのCO2排出量）
・新増築時13％削減
・大規模改修時6％削減

（床面積あたりのCO2排出量）
・新増築時13％削減
・大規模改修時6％削減

3.物品調達

4.物　　流

5.廃棄物削減

グリーン購入法注の特定調達物品等の調達目標
・全ての物品等において100％
注：国等による環境物品等の調達の推進等に関す
る法律

低公害車導入、物流システム転換等による物流
面での環境配慮の推進
・郵便物1tあたりのCO2排出量4.1％削減
・公社所有の軽四輪車両における窒素酸化物
（NOx）の総排出量6.3％削減

3R（リデュース「発生抑制」・リユース「再使用」・リサ
イクル「再生利用」）を推進し廃棄物を削減

３Ｒを推進

6.環境分野に
おける社会
貢献活動

地域社会における環境保護活動を推進 環境社会貢献活動の促進

特定調達物品等の調達目標100％
（ただし、自動車については、貨物自動車1t車、保
冷車及び適合車種が販売されていない場合を除
く。）

・集荷用軽自動四輪車（保冷車を除く）について、
低燃費かつ超－低排出ガス（☆☆☆）車両を
100％導入
・貨物自動車2t車（保冷車を除く）について、ハ
イブリッド車を100％導入
・貨物自動車1t車について、自動車NOx法・PM
法、首都圏ディーゼル車規制に100％対応
・エコドライブ推進
・運送便積載効率の向上

郵政エコプラン（対象期間：H16～18年度）の概要 17年度エコアクションプランの概要

分 野 目標（３年間の到達点） 到達目標

（2） 環境負荷削減への取組
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1.推進体制

本社、支社、郵便局など各施設において、環境
施策の定着・向上のため、定期的に環境パトロ
ール及び自己チェックを実施

・環境施策推進責任者及び環境施策推進担当者の
指定
・各職場において、定期的に環境パトロールを
100％実施（年4回）
・環境パトロールの全チェック項目数の70％以
上の項目を確実に実施する。
・各職員が、定期的に自己チェックシートによる
自己チェックを実施（年2回）
自己チェックに80％以上参画する。

・モデル郵便局（野田郵便局（千葉県）、枚方東郵
便局（大阪府））においてISO14001の認証取得
・モデル郵便局で構築した環境マネジメントシステ
ムを参考にマニュアルを作成し、各郵便局へ展開

2.教育・啓発

3.広　　報

4.環境負荷状
況の把握

自立的、継続的に環境施策に取り組むため、環
境マネジメントシステムの構築・運用

環境に関する職員への研修や職場における環境
啓発の推進

環境報告書やホームページを通じて、公社とし
ての環境取組を積極的に対外発信

環境負荷データを集計する仕組みを構築
公社全体の環境負荷発生状況を定量的に把握

・モデル局において取得したISO14001の認証を
拡大展開、全国の郵便局（パイロット局25局）
においてISO14001の認証を取得する。
・モデル局で構築した環境マネジメントシステム
を参考に簡易版マニュアルを全国の郵便局に展
開、その浸透・定着を図る。

・各種研修における環境教育の実施
・雑誌「郵政」に環境関係記事を掲載（月1回）
・「環境大賞」による郵便局等の推奨と優秀事例
の紹介
・環境月間行事の実施（6月）

・環境社会報告書（仮称）作成
・環境ホームページ、イントラネットの逐次充実
・環境会計の導入に向けた手法の研究及び一部導入
・ハイブリッド車両の車体に「ハイブリッド車」
表示、お客さまロビー等に「エコポストオフィ
ス」の表示等、効果的なPR方法の検討

・本社、支社、郵便局等をつなぐ公社全体としての
環境負荷データ集計体制を構築し、環境負荷デー
タを全社的に把握（各郵便局等でデータ入力）

注：郵政エコプラン及び17年度エコアクションプランの詳細については、日本郵政公社のホームページをご覧ください。（http://www.japanpost.jp）

郵政エコプラン（対象期間：H16～18年度）の概要 17年度エコアクションプランの概要

分 野 目標（３年間の到達点） 到達目標

（3） 環境施策推進の基盤整備



2.環境施策トピックス

（1）ISO14001認証取得

日本郵政公社では、環境基本宣言に基づく環境保全活動の一環として、平成16年8月に、野田郵便局（千
葉県）及び枚方東郵便局（大阪府）において、環境マネジメントシステム（EMS）の国際規格である
ISO14001の認証を取得しました。郵政公社としては、伊豆高原簡易保険保養センターにおいて平成14年
にISO14001を認証取得していますが、郵便局では初めてのことです。
両郵便局において構築した環境マネジメントシステムを参考としてマニュアルを作成し、他の郵便局等

に展開して、郵政公社全体で環境保全に配慮した活動を推進していくこととしています。

日本郵政公社では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（いわゆる『グリーン購入法』）」
に沿うように、環境負荷の低い車両の導入を推進しています。
平成16年度は、郵便事業用車両について、軽自動四輪車（優－低排出ガス車（☆☆））を2,364両、2t車

（1都3県の環境条例にも適合したディーゼルの低排出ガス車）を32両配備しています。

森林資源の保護・地球環境保全を目的として、暑中見舞用はがきは平成5年用から、年賀はがきは平成8
年用から、通常及び往復はがきについては平成15年度から、再生紙を使用した郵便はがきを発行していま
す。

平成15年10月1日から、個人ユーザーが家庭から排出する廃棄パソコンについて、民間物流会社と協力
し「ゆうパック」としての取扱いを開始しました。
具体的には回収主体である各メーカーが、配送手段として「ゆうパック」を利用する旨の回収事業計画

を環境省に提出し認定されたもので、郵便局（公社）は廃棄物処理法に定める「一般廃棄収集運搬業者」
にあたります。
平成16年度においては、約23万台の取扱いでした。（有限責任中間法人パソコン3R推進センター発表）

① 回収依頼 

② ゆうパックラベル等郵送 

③ 持込又は集荷 

④ 配達 （配送されるラベルに最寄の集配局が表示されます） 

お
客
さ
ま 

⑤ 

検
品 

再
資
源
化
拠
点 

物
流
会
社
の
倉
庫 

メーカーさま 

物流会社 

郵便局 

（2）低公害車の配備

（4）家庭系パソコン回収システムにおける回収物のゆうパックとしての取扱い

（3）郵便はがきへの再生紙の使用
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郵便外務職員が地方公共団体から指定された監視場所を定期的に点検（バイクから降車する。）し、不法
投棄を発見した場合に地方公共団体に報告するサービスを実施しています。（有料）
実施市町村は以下のとおりです。

大気に排出される温室効果ガスの約1/3を建物関連が占めると言われる日本の状況から、郵便局の新築や
増築、大規模な改修工事などの際に、環境配慮技術・手法を導入したエコポストオフィス（環境に配慮し
た局舎）を整備しています。
平成13年3月に完成した小田原東郵便局（神奈川県小田原市）では、エコポストオフィスの試行局とし

て特に以下の技術・手法を採用し、完成後3年間の状況では、同規模の郵便局と比較して床面積あたりCO2
排出量が平均して約45％削減されています。

①高気密・高断熱化

②換気用高窓・夜間外気利用システム

③氷蓄熱システム・高効率照明・照明制御

④太陽光発電システム

⑤屋上・壁面緑化

全国の郵便局などで環境負荷削減のため省エネ・省資源に取り組んでいるほか、環境分野における社会
貢献の一環として、郵便局職員が率先してボランティア清掃活動・植林活動等を実施している例が多数あ
ります。

（5）廃棄物の不法投棄に関する情報提供

平成16年度末現在

田子町（青森県）、大野村（岩手県）、開成町（神奈川県）、美
作町（岡山県）、三次市（広島県）、錦町（山口県）、鹿本町
（熊本県）、笠利町（鹿児島県）

（6）エコポストオフィスの整備

（7）郵便局などの活動

小田原東郵便局
外観

香川県直島町での山林火災（平成16年1月）で消失したみどりを取り戻そ
うと、直島町内の郵便局の職員等が山火事跡地にボランティア植林活動を実
施（平成17年2月26日）。
（地元の特推連香川県東部連絡会の郵便局職員180名が参加。）
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13 地域との関わり

ふるさと小包は、郵便局にあるカタログ・チラシにより全国各地の特産品・名産品をお申し込みいただ
き、直接、ゆうパック（郵便小包）でお届けするサービスです。ご家庭に居ながらにしてふるさとの味を
楽しめるサービスとして好評です。
郵便局の窓口の他にインターネットでもお申し込みいただけます。

郵便局に備え付けの｢申込用紙｣の郵送又は郵便局に設置された専用ファクシミリによる送信により、住
民票の写し等や登記簿謄抄本の郵送交付の請求ができるサービスを提供しています。
また、郵便局の窓口において住民票の写し等の即時交付を実施しています。

郵便局に｢財務省印刷局刊行物目録｣を配備し、現金書留、郵便振替又は郵便為替によってお客さまが申
し込まれた政府刊行物を冊子小包により配達するサービスです。

地方自治体と郵便局が連携し、都市部の主要郵便局において、「ふ
るさと物産展」を開催しています。ふるさと物産展では、地域の特産
品の展示、観光案内のほか、地方色豊かなふるさと切手、絵入りはが
き、ふるさと小包やお便りセットの販売を行っています。

ふるさと小包

ふるさと物産展

住民票の写し等の郵送交付等の取扱い

住民票の写し等

政府刊行物ブックポスト
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項　番 サービスメニュー

注1：高齢者等への生活状況確認（無料）、廃棄物等の不法投棄に関する情報提供（無料）及び日用品の注文・図書の貸出し等受付・配送（郵便葉書
による注文サービス）については除く。

注2：「2 受託窓口事務」欄、「2（1）受託販売事務」欄、「4 郵便外務員を活用したサービス」欄、「合計」欄の計数は、重複を除く。

■平成17年3月末現在の実施市町村数及び郵便局数は次のとおりです。

市町村 郵便局

1
2
（1）
（2）
（3）
3
4
（1）
（2）
（3）

証明書交付事務
受託窓口事務
受託販売事務（バス回数券等の販売）
受託交付事務（バス利用券等の交付）
利用申込取次事務
自動交付機の消耗品補充等事務
郵便外務員を活用したサービス
高齢者等への生活状況確認
日用品の注文・図書の貸出し等受付・配送
廃棄物等の不法投棄に関する情報提供
合　　　　　　　計

110
132
127
7
1
1
30
23
0
9

253

396
2,070
1,012
1,215
2
1
53
34
0
24

2,479

郵便局の窓口において住民票の写し等の証明書交付事務やバス回数券等の販売を実施しています。また、
郵便外務員による廃棄物等の不法投棄に関する情報提供等を実施しています。
なお、事務の実施については、市町村に需要がある場合、市町村と郵便局が協議を行い、郵便局の対応

能力を踏まえて、受託して行うこととしています。

過疎地域において高齢者が安心して暮らせる地域社会づくりをめざして、郵便局、地方自治体、社会福
祉協議会等が協力して生活サポートシステムを構築し、在宅福祉サービスを支援する「ひまわりサービス」
を推進しています。
内容は、生活用品などの注文受付・配達、小学生等からの定期的な励ましのメッセージのお届け、外務

職員による励ましの声かけ及び郵便物の集荷サービスで、対象となるのは、原則として70歳以上の一人暮
らしの高齢者及び高齢者夫婦世帯です。平成9年8月から開始し、平成17年3月末日現在で194の市町村で
実施しています。

5 小包の配達 
1 注文はがき 
    の集荷 

2 注文はがきの配達 

3 発送等の依頼 

お客さま 
（70歳以上の高齢者） 

生活サポート協議会 
（自治体等） 

協力店 
（生協等） 

4 注文品を小包 
　として差出し 

郵便局 

生活用品などの注文受付・配達のイメージ 

地方公共団体事務

高齢者への在宅福祉サービスの支援 ― ひまわりサービス
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日本郵政公社は、災害対策基本法に基づく指定公共機関として、都道府県、市町村に協力することとし
ています。
そのため、日本郵政公社防災業務計画では、公社の各機関が地方公共団体との協力関係を確立し、事態

に応じて相互に密接な連絡・協力を行うことを定めています。
具体的には、郵便局が地方公共団体との間で防災協定を締結（平成16年度末現在、1,976市町村と締結）
し、災害が発生した場合、必要に応じて相互に協力を要請し、応急復旧対策等に取り組むことを確認して
います。

■相互に協力を要請する主な事項は、次のとおりです。
①郵政事業の災害特別事務取扱い
②避難、物資集積、郵便業務実施などのための場所の相互提供
③住民の避難場所、被害状況等情報の相互提供
④避難所への郵便差出箱の設置

北海道

秋　田

福　島

青　森

岩　手
山　形
埼　玉
茨　城
群　馬
千　葉
栃　木

山　梨

新　潟

長　野

富　山
石　川
福　井
岐　阜

静　岡

愛　知
三　重

実施自治体都道府県支社等
忠類村　標茶町　黒松内町　朝日町　大滝村　浜益村
函館市　幌加内町　沼田町　奥尻町　泊村　美深町
二ツ井町　峰浜村　小坂町　八森町
雄物川町　北秋田市
田村市　熱塩加納村　田島町　会津高田町
田子町　外ヶ浜町　碇ヶ関村　中泊町
十和田市
花泉町　山形村　大東町　 巻町　藤沢町
平田町　
両神村
城里町　常陸大宮市
沼田市　神流町　上野村　倉渕村　小野上村
和田町　白浜町　富浦町　丸山町　
足尾町　馬頭町
山梨市　早川町　芦川村　上九一色村
大和村　丹波山村
上越市　川口町　魚沼市　長岡市
栃尾市　佐渡市
和田村　生坂村　八坂村　塩尻市
中川村　上村　栄村　天龍村　小海町
上松町　長谷村　　　　　
南砺市
七尾市　門前町　宝達志水町　能登町
南越前町　名田庄村
高山市　揖斐川町　関市　
中川根町　龍山村　本川根町　由比町
佐久間町
下山村　旭町　足助町
南勢町　南島町　紀和町　松阪市　宮川村

滋　賀
京　都
兵　庫
奈　良
和歌山

鳥　取
島　根
岡　山
広　島
山　口
高　知

徳　島
愛　媛
福　岡

佐　賀
長　崎

熊　本

大　分

宮　崎
鹿児島

沖　縄

実施自治体都道府県支社等
高島市
美山町
温泉町　豊岡市　香美町　宍粟市　
曽爾村　西吉野村　室生村
日高川町　すさみ町　北山村　田辺市　花園村
清水町　日置川町　金屋町　古座川町
智頭町　江府町
出雲市　益田市　邑南町　金城町　飯南町
井原市　美咲町　真庭市　美作市
北広島町　三次市
下関市
いの町　大正町　大川村　十和村
三原村　仁淀村　物部村
上勝町　美馬市　由岐町　佐那河内村　那賀町
伊方町　西予市　愛南町　今治市　久万高原町　大洲市
上陽町　黒木町　山田市　矢部村
星野村　赤池町　庄内町
脊振村　有明町　多久市　呼子町
対馬市　壱岐市　北有馬町　南有馬町
崎戸町　千々石町　新上五島町
水上村　美里町　産山村　天草町
五和町　小国町　球磨村　栖本町
武蔵町　中津市　竹田市　日田市
豊後高田市　豊後大野市　宇佐市
綾町　五ヶ瀬町　東郷町
福山町　坊津町　宇検村　笠沙町　大浦町　さつま町
龍郷町　東町　薩摩川内市　霧島町　大崎町　徳之島町
大宜味村　与那国町　多良間村
194市町村

■ひまわりサービス実施自治体（平成17年3月末現在）

北海道
（12）

東北
（21）

関東
（14）

南関東
（6）

信越
（17）

北陸
（7）

東海
（16）

近畿
（18）

中国
（14）

四国
（18）

九州
（48）

沖縄（3）
合　計

地方公共団体との防災協定



71日本郵政公社2005

2
ト
ピ
ッ
ク
ス

1
ハ
イ
ラ
イ
ト

3
経
営
方
針

4
経
営
の
取
組

5
公
社
概
要

6
資
料
編

14 社会貢献活動

1.福祉への貢献

障害のある方の福祉の増進を図るために、次のように郵便物の料金を軽減しています。
1．点字のみを内容とする通常郵便物及び公社が指定する施設において発受する盲人用録音物又は点字
用紙を内容とする通常郵便物の料金を無料にしています。
2．心身障害者団体が発行する定期刊行物を内容とする第三種郵便物、図書館と身体に重度の障害があ
る方又は知的障害の程度が重い方との間で発受される印刷物を内容とする冊子小包郵便物、大型の点
字図書等を内容とする小包郵便物及び公社が指定する施設と聴覚障害者との間で発受されるビデオテ
ープを内容とする小包郵便物の料金を安くしています。

目の不自由な方々が点字ワープロを使用してお便りを書く際に、表
裏・上下が分かるよう、通常はがき・年賀はがき・暑中見舞はがきの
一部分に半円形のくぼみを入れて発行しています。
また、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進を図るため、重度の

身体障害者（1級及び2級）、重度の知的障害者（療育手帳に「A」（又
は1度・2度）と表記されている方）で希望する方には、お一人につ
き、くぼみ入り通常郵便はがき20枚を、青い鳥をデザインしたオリジ
ナル封筒に入れて贈呈しています。（毎年4月20日前後～5月末まで）

目の不自由な方々に、容易に郵便をご利用いただけるよう、ポストの取集時刻等の点字表示を行ってい
ます。また、郵便切手・はがき発売機の操作面に現金投入口・販売品目・購入枚数等を点字表示したテー
プをちょう付しています。さらに、受取人がご不在のため配達ができなかった郵便物をいったん郵便局に
持ち戻る際には、保管している旨と連絡先を点字で表示した点字不在配達通知カードをお配りしています。

社会福祉の増進を目的とする事業を行う共同募金会、共同募金会連合会、日本赤十字社等の法人又は団
体にあてた寄附金を内容とする現金書留通常郵便物の料金（特殊取扱の料金を含みます。）を免除していま
す。

社会福祉の増進に寄与する郵便サービスの実施

社会福祉事業のための寄附金を内容とする現金書留通常郵便物の料金免除

平成17年用のお年玉付郵便はがき等については、寄附金付お年玉付郵便はがきを3億3,160万枚（寄附
金の付いていないものは40億3,614万枚）発行したほか、寄附金付お年玉付郵便切手は、定価53円のもの
を5,000万枚、定価83円のものを350万枚発行しました。

寄附金付お年玉付郵便はがき等に付加された寄附金は、社会福祉の増進を目的とする事業をはじめ、青
少年の健全な育成のための社会教育を行う事業等、10の事業を行う団体を配分対象としています。

寄附金付お年玉付郵便はがき等の発行

■障害のある方のための郵便料金の軽減

■目の不自由な方のための郵便はがき（くぼみ入りはがき）

■点字表示と点字不在配達通知カード

■寄附金付お年玉付郵便はがき等の発行

■寄附金付お年玉付郵便はがき等に付加された寄附金の配分
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平成17年用寄附金付お年玉付郵便はがき及び寄附金付お年玉付郵便切手に付加された寄附金（約8億
7,732万円）は427団体に配分しました。

■寄附金配分状況（平成17年用寄附金付お年玉付郵便はがき及び寄附金付お年玉付郵便切手）

社会福祉の増進を目的とする事業 388 77,725
風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業 1 109
がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業 8 3,619
原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業 1 87
交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生
若しくは水難の防止を行う事業

2 1,400

文化財の保護を行う事業 2 415
青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 14 2,430
健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業 2 246
開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業 1 80
地球環境の保全（注１）を図るために行う事業 8 1,620

合　計（注２） 427 87,732

配分対象団体が行う事業 配分団体数 配分額

注１：本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいいます。
注２：各項目の数値は四捨五入したものであるため、各項目の合計値と一致しません。

（単位：万円）

現在の低金利下において、障害者や遺族の方々などの経済的負担を幾らかでも軽減することを目的とし
て実施している1年定期郵便貯金です。
平成14年2月28日まで取り扱っていた福祉定期郵便貯金の代替商品として同年3月1日から取扱いを開

始。取扱期間は平成18年2月28日（火）までです。

ニュー福祉定期郵便貯金

預入件数
預入金額

120.3万件
22,381億円

（平成16年4月～平成17年3月）

■ニュー福祉定期郵便貯金のご利用状況項　　目

対　象　者

取 扱 期 限
預入限度額

利 　 　 率

内　　　　容
次の年金・手当の受給者
・障害基礎年金と遺族基礎年金等
・障害厚生（共済）年金と遺族厚生
（共済）年金
・児童扶養手当と原爆被爆者手当等
・恩給法に基づく障害・遺族給付と
援護年金
平成18年2月28日（火）まで
300万円
預入期間1年の定期郵便貯金の利率
（預入時）＋0.3％（注）

注：平成17年3月1日から、上乗せ利率を0.5％から0.3％に引き下げました。

介護貯金

注：自動継続分は含みません。

預入件数
預入金額

1,997件
31.6億円

（平成16年4月～平成17年3月）

急速な高齢化の進展により、寝たきりや認知症に
伴う高齢者介護などの問題が身近な問題として関心
が高まっている中で、介護が必要な方の定期貯金の
利率を優遇するとともに、貸付利率を軽減しています。

■介護貯金のご利用状況

項　　　　目 内　　　　　　容

対　　　　　　象　　　　　　者

貸付け（ゆうゆうローン）の上乗せ利率の軽減

貯 金 の 種 類
預 入 限 度 額
利　　　　　　　　　　　　　率

要介護者（介護保険における要介護4以上の認定を受けている方を含む）
ただし、原則として公的福祉サービスを受けていることが必要。
定期郵便貯金（ニュー福祉定期郵便貯金を除く）
500万円
定期郵便貯金の利率（預入時）＋上乗せ利率（注）

すべての定期郵便貯金で1/2（一般0.5％→要介護者0.25％）
注：上乗せ利率は定期郵便貯金の利率（預入時）の2割（0.2％～1.0％の範囲内）
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点字による各種サービスの提供

目の不自由な方が安心してご利用いただけるように、次のようなサービスを行っていますので、お気軽
にお申出ください。

■通常貯金の取扱内容のご通知（平成16年度利用者数　3,426人）
毎月の預け入れ、払戻し、公共料金の自動払込みなどの取扱内容や貯金の残高を毎月最高2回、点字で

お知らせします。

■定額・定期貯金などの取扱内容のご通知（平成16年度利用件数　3,342件）
定額・定期貯金等に関する預入金額や預入期間など、貯金証書に表示した契約内容を点字でお知らせし

ます。また、貸付けや弁済の取扱いがあった場合には、この内容も点字でお知らせします。

■各種案内の点字によるご通知（平成16年度利用件数　958件）
郵便貯金の満期の案内や貸付けの取扱いに関する返済期限の案内などを点字でお知らせします。

■貯金通帳などへの貯金種類の表示
貯金通帳又は貯金証書に、貯金の種類を点字で表示します。

■郵便貯金点字キャッシュカードの発行（平成16年度までの発行枚数　3,377枚）
郵便貯金キャッシュカードにお客さまのお名前を点字で表示します。

■ATMなどのご利用　
全機種、目の不自由な方にもご利用いただけるよう、タッチパネルのほかに押しボタンによる操作がで

きるようにするとともに、カード挿入口、紙幣挿入受取口、操作押しボタンなどに点字表示を行っていま
す。また、ATM本体の受話器もしくは郵便局備え付けのイヤホンをATM本体に接続すると、操作方法のご
案内とともにお取り扱い金額や貯金残高を音声でお知らせします。
なお、イヤホンについては、お客さまがお持ちいただいたものもお使いになれます。
さらに、郵便貯金点字キャッシュカードでご利用される場合には、点字確認機（一部機種を除く）によ

り貯金残高などが確認できます。

■各種商品・サービスのご案内
郵便貯金の各種商品・サービスを点字でお知らせする「点字版　郵便貯金のご案内」や弱視の方などの

ために文字・図表を拡大して見やすくした「文字拡大版　郵便貯金のご案内」を発行し、郵便局の窓口に
常備するとともに、点字図書館などにお配りしています。

年金配達サービス

高齢、病弱などのため、郵便局に出向いて年金を
受け取ることに不自由されている受給者の方に、年
金や恩給を支払期ごとにご自宅にお届けするサービ
スを行っています。

（平成17年3月末現在）

利　用　者　数 2,550人

■年金配達サービスのご利用状況
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2.非常時の対応

天災その他非常の災害があった場合、次のような支援策を講じて被災者の皆さまへの援助を行っています｡
1．被災者への郵便はがき等の無償交付（被災者1世帯につき郵便はがき5枚、郵便書簡1枚以内）
2．被災者が差し出す通常郵便物の料金免除（特殊取扱の料金を含みます。）
3．当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体等にあてた救援用物資を内容とする郵便物（現金書留
及び小包）の料金免除
この他にも、避難所への移動郵便局（スペースポスト号）の派遣や、避難生活を余儀なくされている方々
への郵便物の確実な配達及び激励訪問といったきめ細かい郵便サービスを提供しています。

被災者の皆さまへの支援策

風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業を行う団体への寄附を
目的とした寄附金付郵便切手の発行も次のとおり行ってきました。
1．阪神・淡路大震災　　｢切手趣味週間・『阪神・淡路大震災』｣寄附金付郵便切手
2．有珠山噴火災害　　　｢北の大地Ⅱ・『有珠山噴火災害』｣寄附金付郵便切手
3．三宅島噴火等災害　　｢東京グリーティング・『三宅島噴火等災害』｣寄附金付郵便切手

被災者の皆さまの救助を目的とする寄附金付郵便切手の発行

災害義援金の送金料金の無料取扱い

震災や風水害などの災害が発生した場合、日本赤十字社、共同募金会、地方公共団体にあてた災害義援
金の送金に係る料金を無料とする取扱いを行っています。

■平成16年度に取り扱った義援金

対象災害 取扱期間 件 数 金 額

阪神・淡路大震災
三宅島・新島・神津島近海地震災害
新潟県大雨災害
福井県大雨災害
台風10号災害
台風15号災害
台風16号災害
台風18号災害
台風21号災害
台風22号災害
台風23号災害
新潟県中越地震災害
福岡県西方沖地震災害

平成7年1月17日～平成17年3月31日
平成12年7月24日～継続中
平成16年7月14日～平成17年2月16日
平成16年7月20日～平成16年12月30日
平成16年8月5日～平成16年12月30日
平成16年8月23日～平成16年12月30日
平成16年9月3日～平成17年1月31日
平成16年9月13日～平成16年12月10日
平成16年10月1日～平成16年11月30日
平成16年10月15日～平成16年11月30日
平成16年10月22日～平成17年5月31日
平成16年10月25日～継続中
平成17年3月23日～継続中

189
4,149
45,641
31,791
3,332
2,381
6,666
604
7,055
1,505
74,327
876,027
11,534

180万円
7,532万円

5億7,523万円
4億0,015万円
4,595万円
3,871万円

1億5,514万円
1,440万円
9,465万円
1,701万円

15億1,720万円
148億5,997万円
1億7,616万円

（平成17年3月末現在）
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災害ボランティア口座とは、国内で大規模な非常災害が起こった場合に、郵便振替の加入者がその口座
の預り金の全部又は一部を救援活動を行う民間のボランティア団体へ寄附することを日本郵政公社に委託
する制度です。
寄附金は、日本郵政公社が責任をもって、被災地で救援事業を行う民間のボランティア団体に配分します。

災害ボランティア口座

災害発生時においてのみ取り扱っています。 

寄附 
委託 

（寄附金） 配分金 
に充当 

申請 認可 

配分 

公募 

申請 

預
り
金
の
全
部
又
は
一
部 

救
援
活
動
を
行
う
民
間
の 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体 

日
本
郵
政
公
社
が 
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請
を
取
り
ま
と
め
て 

配
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額
等
を
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定 

 

総務省 

お
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さ
ま 

郵
便
局 

郵
便
振
替
口
座 

（
「
ぱ
・
る
・
る
」
口
座
を
含
む
） 

 

加入者の皆さまが、天災やその他非常の災害に遭われた場合で、緊急な需要を満たすため必要があると
認められるときには、次の非常取扱いを行うこととしています。
非常取扱いをするときは、郵便局の前に、その非常取扱いの内容及び期間を掲示します。
・保険料の払込猶予期間の延伸
・前納払込みの取消しによる保険料の還付
・未経過期間に対する保険料の還付
・保険金の支払
・保険契約者による基本契約の解除
・還付金の支払
・契約者貸付
・契約者配当金の支払請求による契約者配当金の支払

注１：保険料の払込猶予期間を延伸した保険契約について、やむを得ない事由があるときは、その払込みをしなかった保険料の払込みに代えて、保
険金額又は年金額の減額変更の請求ができます。

注２：非常取扱いに係る普通貸付に対しては、特別の貸付利率（貸付に係る保険契約の予定利率に相当する利率）を適用します。

保険契約の非常取扱い
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3.地域社会との交流

地域社会とのふれあいを大切に、日本全国で地域の様々な行事に参加しています。

「川越百万灯夏まつり」埼玉県川越市
「時の鐘」や「菓子屋横丁」で有名な小江戸川越の夏の風物詩として市民に親しまれている「川越百万灯
夏まつり」。開催期間中（平成16年は7月24日～25日）の観客動員数は約16万人。川越市内は百万灯夏ま
つり一色となります。中でも地元企業や団体が手作り神輿を担いでメイン通りを練り歩くイベントは、観
光客・担ぎ手が一体となって最高潮となります。
第23回（平成16年）の「川越百万灯夏まつり」には市内全郵便局（全27局）の有志115名が手作り神

輿を担いで参加しました。職員は揃いのハッピに身を包み、夏まつりを大いに盛り上げました。
職員が作成した手作り神輿は、市内全郵便局の提灯をかかげ、神輿上部には、丸型ポストを設置しまし

た。
夏まつりを見に来ていた多くの観光客からは「郵便局はすごく元気だね。」「丸いポストだ、なつかしい

ー。」と声をかけていただき、職員にとっても大変充実した夏まつりになりました。
また、会場内に臨時出張所を開設し、お祭りにちなんだレターセットや暑中見舞用郵便はがきを販売し

好評を博しました。

地域行事への参加
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「青少年ペンフレンドクラブ」は、小・中・高校
生を中心とした青少年団体です。平和・友愛・教養
という三つの信条を掲げ、国内・外の文通活動を通
じて、お互いの親睦を深め、文通の楽しさやグルー
プ活動について学んでいます。
また、青少年ペンフレンドクラブ活動の指導や援
助を行う財団法人日本青少年ペンフレンドクラブ協
会では、国際文通週間（10月9日の世界郵便デーを
含む1週間となっており、日本の場合は10月6日か
ら10月12日）において国際文通を広めるための様々
な活動を行っています。

■青少年ペンフレンドクラブ ■青少年ペンフレンドクラブの現状

本格的な高齢化社会の到来を迎えて、手紙を書くことを通じて高齢者の方々が文化活動に参加し、心豊
かで張りのある生活を送ることができるようにとの趣旨で結成されています。活動内容としては、文通活
動のほか、定例会の開催、会報や文集の発行など多岐にわたっています。

■シニア郵便友の会

（単位：人、校）

平成17年5月末現在

注： 正会員………小・中・高校生で、一つの学校の中で5人以上集まって
グループを作り、顧問の先生の指導の下に活動する会員

準会員………小・中・高校生で、一つの学校の中で5人以上集まら
ないため、個人で活動する会員

特別会員……正会員・準会員以外の青年会員（24歳以下）
シニア会員… 正会員・準会員以外の大人の会員（25歳以上）

小学生
中学生
高校生
小　計

準会員
特別会員
シニア会員
合　計
小学校
中学校
高　校
合　計

正会員

会　員　数

学校グループ

5,306
349
271
5,926
181
345
125
6,577
205
37
44
286

郵趣の普及と文通の振興

手軽で心温まる通信手段としての手紙の良さを広くPRし、より楽し
く手紙を書くことに親しんでいただけるよう、インターネットを通じ
て簡単に手紙が作成できる手紙作成サービス「レターなび」を、ゆう
びんホームページ（http://www.post.japanpost.jp）上で提供しています。
「冠婚葬祭」、「季節のあいさつ」など用意された文例（296点）を選
べるほか、イラストや背景の柄（173点）も選択でき、はがきや便せん
に印刷すれば手紙が手軽に完成します。また、季節のあいさつ用語や
英文レターの書き方など手紙を書くに当たっての豆知識も紹介してお
り、利用料金は無料です。

手紙作成サービス「レターなび」の提供

楽しく個性豊かな年賀状づくりの勧奨と年賀状の交換による心の交流のより一層の広がりを図ることを
目的としたコンクールです。
平成14年度までは「全日本年賀状版画・絵手紙コンクール」として計52回開催してまいりましたが、平
成15年度からは従来の「版画部門」、「絵手紙部門」に加え、新たに「パソコン絵手紙部門」を追加し、「第
１回全日本年賀状大賞コンクール」と名称を変更しました。
平成16年度の第2回コンクールでは53,436点のご応募をいただきました。
毎年12月頃に募集しています。

全日本年賀状大賞コンクール

切手収集の楽しさを知ってもらうために、切手の基礎知識や切手の集め方等についての「切手教室」を、
実技指導を交えながら、地元郵趣会等と連携して、全国各地で開催しています。

■切手教室の開催
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地域の皆さまとの交流

郵便局が地域の皆さまに親しまれ、郵便貯金に対するご理解を深めていただけるよう、窓口ロビー等に
おいて貯金箱の展示会や地域の文化展等を開催しているほか、地域のスポーツ大会等への参加を通じて、
地域の皆さまとの交流に努めています。
また、地域の皆さまから郵便貯金事業に対するご意見をお伺いする機会を設け、サービスの向上に生か

すよう努めています。

「私のアイデア貯金箱」コンクール

日本郵政公社では、昭和50年から「私のアイデア貯金箱」コンク
ールを実施しています。このコンクールは、次代を担う児童に貯金
箱の作製を通じて、貯蓄に対する関心を高めていただくとともに、
児童の造形的な創造力を伸ばす一助となることを目的として毎年実
施しているものです。
応募作品は、主催者、後援・協賛団体の関係者や教育関係者、工
芸専門家などにより審査され、日本郵政公社総裁賞、総務大臣特別
賞、文部科学大臣奨励賞、NHK会長賞などの賞が選ばれます。
なお、各賞を受賞した作品は、逓信総合博物館（東京都千代田区大手町）などで一般公開されます。

こども郵便局

こども郵便局とは、小・中学校において、児童・生徒が自ら郵便局の事務にならって郵便局の預け入れ
や払戻しの事務を取り扱うものです。児童・生徒自身が貯金の出し入れを行うことにより、貯蓄心や経済
的関心を深め、正しい金銭感覚を身に付けるとともに、他の児童・生徒と共にこども郵便局活動を行うこ
とで、何事にも継続的に努力する精神を培い、共同互助の態度や責任感を養うことを目的としています。

作文コンクール

将来を担う子供達が手紙に親しみ、手紙を書くことを通じて意思表示する能力を向上させ、手紙文化の
振興を図るとともに、文章表現によるコミュニケーションを通じて心豊かな子供達を育むことを主な目的
としたコンクールで、昭和43年から昨年度まで37回開催しています。
平成17年度には従来の「手紙作文部門」、「はがき作文部門」、「絵手紙部門」、「パソコン絵手紙部門」に
加え「オリジナルグリーティングカード部門」を新設しました。
第37回コンクールでは141,896点のご応募をいただきました。
毎年7月から9月上旬にかけて募集しています。

■手紙作文コンクール

■国際ボランティア作文コンクール
日本郵政公社では、全国の皆さまに国際協力（国際ボランティア）に対する理解及び関心を深めていた

だくことを目的として、平成3年度から「国際ボランティア作文コンクール」を実施しています。
応募作品は有識者の方々などにより審査され、日本郵政公社総裁賞、総務大臣特別賞、文部科学大臣奨

励賞などの賞が選ばれます。
入賞作品は、入賞作品集や国際ボランティア貯金のホームページなどで紹介しています。
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4.健康増進活動

簡易保険加入者のみならず広く国民の健康の保持・増進に資するため、昭和3年にラジオ体操を、また、
平成11年には国連の国際高齢者年にちなみ、「みんなの体操」を制定し、NHKのテレビ・ラジオを通じて
毎日全国放送しています。
さらに、これらの体操の一層の普及を図るため、NHK及び全国ラジオ体操連盟と共催で「1000万人ラジ
オ体操・みんなの体操祭中央大会（平成16年度は大阪府大阪市）」、「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操
会」等の各種の行事を行っています。

「ラジオ体操」及び「みんなの体操」の普及

■概要
「簡易保険加入者の会」（以下「加入者の会」という。）は、簡易保険加入者が、事業の制度及び運営につ
いて、加入者の立場から意見・要望を提起し、加入者の共同の利益と福祉の増進を図ることを目的として
昭和27年に結成された、加入者の有志による任意団体です。

■組織
加入者の会は、集配郵便局単位の「単位加入者の会」、各都道府県内の単位加入者の会の連合組織として
の「県（地区）連合会加入者の会」、支社単位（南関東を除く）にその管内の県（地区）連合加入者の会の
連合組織としての「地方連合加入者の会」、地方連合加入者の連合組織であり全国の加入者の会の最高機関
である「中央連合加入者の会」をもって組織されています。

■活動状況
加入者の会の各機関は、簡易保険事業に対する協力や独自の活動のほかに、毎年代表者会議を開催し、

年間の事業計画を協議するとともに、簡易保険事業の制度及び運営について、意見・要望を提起し、最終
的に中央連合加入者の会会議の建議・要望事項として日本郵政公社総裁ほか関係の機関に提出するなどそ
の実現に向けて様々な活動を展開しております。これら建議・要望事項は、事業運営上に多く採り入れら
れており、簡易保険の加入限度額引上げ、新種保険の創設、資金運用制度の改善や税制度上の優遇措置等
の実現に寄与しています。

中央連合簡易保険加入者の会から日本郵政公社総裁に提出された建議事項（平成16年度）

第67回中央連合簡易保険加入者の会会議（16.10.1）における建議事項

○ 日本郵政公社として、より一層の健全経営とサービス改善に努め、現行の郵便局ネットワーク
を活用した三事業一体の経営形態を堅持するとともに、公平なサービスを提供し、国民の福祉の
増進を図られたい。
○ ゆとりある高齢社会の実現に向けた国民の自助努力を支援するため、生命保険料及び個人年金
保険料の所得控除限度額の引上げを図られたい。

○　少子高齢化の進展や国民の価値観の多様化等に対応した商品・サービスの充実を図られたい。
○ 少子高齢社会における老後の生活設計を支援するため、簡易保険の加入限度額の引上げを図ら
れたい。

簡易保険加入者の会
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5.国際社会への貢献

世界を結ぶ郵便ネットワーク

郵便は日本国内あまねく提供されるだけではなく、世界のあらゆる地域の人々を結ぶ基本的かつ重要な
通信連絡手段としての役割を果たしています。日本は、世界中の国・地域と国際郵便物を交換しており、
各国の郵政庁と協力しながら、安定した国際郵便物の送達のために取り組んでいます。

万国郵便連合（UPU）等への貢献

UPUは、1874年（明治7年）に設立された機関であり、現在は国連の専門機関の一つです。日本は1877
年（明治10年）にUPUに加盟しました。
2004年（平成16年）9・10月にルーマニア（ブカレスト）で開催されたUPUの最高機関である第23回

万国郵便大会議において、日本は管理理事会及び郵便業務理事会双方の理事国に選出され、連合の様々な
委員会、プロジェクトグループ等の活動に積極的に貢献しています。また、国際事務局へ職員及び長期専
門家の派遣も行っています。

EMS追跡システムをはじめとする国際郵便分野の情報化を促進するため、日本はUPUに対し、システム
開発、アジア・太平洋地域への機器配備等のための資金拠出を行うとともに、開発途上国支援のための専
門家を派遣するなど積極的な貢献を行っています。
また、日本、米国及び英国の提唱により、EMSの世界的な品質向上に関する活動を強化するためのEMS
協力機構がUPUに設置されていますが、日本は人的にも財政的にも積極的に貢献しています。

■万国郵便連合の役割

■日本の積極的な貢献

2004年以降、4年ごとに開催 

郵便業務理事会  
（40か国） 

委員会・プロジェクトグループ等 

国際事務局 
（UPUの本部  ベルンに設置） 

職員151名 

管理理事会 
（41か国） 

毎年開催 

委員会・プロジェクトグループ等 

大会議 
 （連合の全加盟国190か国・地域） 

万国郵便連合（ＵＰＵ）の機構 
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APPUは、1962年（昭和37年）に設立されたUPU憲章に基づく限定連合で現在29か国が加盟していま
す。日本は1968年（昭和43年）に加盟し、1993年（平成5年）執行理事会の開催やAPPUの組織の再編成
等で中心的役割を果たしています。また、APPUに対し資金を拠出するとともに、研修コンサルタントと
しての専門家を派遣するなど人的にも貢献しています。

アジア＝太平洋郵便連合（APPU）への貢献

貯金利子 

申請 認可 

総務省 医療・衛生 

教育 

職業訓練 
技術指導 

農業指導等 
農村開発 

環境保全 

その他、生活改善一般 

日
本
郵
政
公
社
で 

取
り
ま
と
め
の
う
え
配
分
決
定 

海
外
で
活
動
す
る
民
間
援
助
団
体（
N
G
O
） 

開
発
途
上
地
域
の
人
々 

税
金
20
％ 

受
取
利
子 

寄
附
金
に
充
当 

皆さまに開発途上地域の現状や開発途上地域におけるNGOの援助活動模様などを報告するため、「NGO
活動状況報告会」や「パネル展」などを全国各地で開催しています。

国際ボランティア貯金の報告会

ボランティア情報の提供
国際ボランティア貯金の概要や寄附金の活用状
況、開発途上地域の現状、ボランティア団体の活
動状況などの情報を提供しています。
（1）インターネット

URL:http://www.yu-cho.japanpost.jp/volunteer-post/
（2）ボランティアコーナー

集配普通郵便局約1,260局に「ボランティア
コーナー」を設置して、ボランティア団体の紹
介、ボランティア活動に関する情報提供や相談
を行っています。

広く皆さまの参加によるボランティア活動を支援するため、郵便局を海外のボランティア活動などの情
報拠点とすることを推進しており、次のような情報提供などを行っています。

（全国の主要な郵便局） 
ボランティアコーナー 
掲示板 

インターネット（文字・画像情報） 
（http://www.yu-cho.japanpost.jp/ 

volunteer-post/） 

お 客 さ ま  

ボランティアポスト（ボランティア情報の提供）

お客さまからの申し出により、通常貯金または通
常貯蓄貯金の税引後の受取利子を寄附していただく
貯金です（寄附割合は20%～100%までの間の10%
単位で選択できます。）。
お客さまからご寄附いただいた利子は、海外で活
動する民間援助団体（NGO）に配分され、基礎的生
活分野（医療・衛生、教育など）を中心として、開
発途上地域の人々の福祉向上のために役立てられま
す。
なお、国際ボランティア貯金の加入件数は平成16
年度末で、2,741万件となりました。

国際ボランティア貯金

国際ボランティア貯金の寄附金配分状況の詳細については、お近
くの郵便局又は郵便貯金相談室（0120-108420）にお尋ねくださ
い。
「国際ボランティア貯金ホームページ」
（http://www.yu-cho.japanpost.jp/volunteer-post/）にも掲載してい
ますのでご利用ください。

配分金額
配分NGO
配分事業数

約8,600万円　　累計182億5,753万円
53団体
53事業

（平成17年度）
■国際ボランティア貯金の寄附金配分状況
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近年、世界各国において、社会資本の整備、国民生活の向上を図る手段の一つとして、郵便貯金制度の
重要性が再認識されています。とりわけアジア諸国を中心として、郵便貯金制度を導入する国が増えてき
ており、我が国の郵便貯金制度への関心が非常に高まっています。
平成16年度は、万国郵便連合（UPU）および世界貯蓄銀行協会（WSBI）との協力により、郵便金融業

務や国際送金業務に関する支援を目的としてタイ、ブータン、フィリピン、カンボジア、ラオスに専門家
を派遣するなど国際協力に取り組んでいます。

諸外国における郵便貯金制度の導入・発展への協力

国際協力の推進

ODAの研修事業の一環として郵便事業経営セミナーを
毎年1回開催し、各国郵政庁の幹部を招き、各国の郵便
事業が抱える問題点等について討論を行っています。ま
た、各国郵政庁において、急送郵便業務分野に対する訓
練ニーズが高まっていることを受けて、平成10年度から
毎年1回、急送郵便業務コースを開催しています。

■政府開発援助（ODA）ベースでの協力

APPUの職員交換計画により、職員を受け入れ、各国
の郵便事業の経営、機械化等について研修・情報交換を
行って、相互のレベルアップを図っています。そのほか、
日本の郵便事業の経営管理や機械化・情報化の現状等に
関する意見交換及び郵便施設の視察を目的として、先進
国、開発途上国を問わず郵政庁職員が来日しています。

■外国郵政庁職員の受入れ

6.国際交流
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日本郵政公社では、万国郵便連合（UPU）において、金融業務の開発戦略を策定・推進する郵便金融業
務グループの議長を務め、世界各国の郵政庁の国際送金業務の電子処理化や、郵便金融業務の導入・改善
に向けた技術支援を行っております。また、UPUに長期専門家を派遣し、郵政庁間の送金システムの統合
や郵便金融業務の普及・開発に先導的な役割を担っています。
平成16年9月には、UPUの最高機関である万国郵便大会議がブカレスト（ルーマニア）において開催さ
れました。郵便金融業務を担当する第5委員会では、次回大会議までの加盟国政府・郵政庁等の活動の指
針として郵便金融業務開発のための決議が全会一致で採択されました。この決議には送金業務の品質向上、
電子送金業務の促進、口座ベースの業務の促進、非郵政機関との協力促進について、加盟国が協力して取
り組んでいくことが盛り込まれています。
また、UPUの地域連合であるアジア＝太平洋郵便連合（APPU）を通じてアジア・太平洋地域における

郵便金融業務の普及開発に努めています。平成17年5月に韓国で開催されたAPPU大会議において、郵便
金融業務を所管するワーキンググループの会合が初めて開催されました。本会合では、APPU加盟国内の
国際送金業務について協議が行われ、今後、APPU加盟国が国際送金業務の電子処理化を最重要課題とし
て推進していくことが確認されました。

万国郵便連合（UPU）加盟機関としての活動

世界には、郵便貯金を含め、個人のための貯蓄金融機関が数多く存在しており、その世界的な組織とし
て「世界貯蓄銀行協会（WSBI）」が設立されています。同協会は、貯蓄の奨励、利用者の保護など、貯蓄
と貯蓄銀行に関するあらゆる問題を研究し、世界の貯蓄銀行の活動を支援しています。日本郵政公社は同
協会において積極的な役割を果たしています。
平成16年11月には、郵便貯蓄機関間の情報交換の促進、連携強化などを目的とした「第7回郵便貯蓄機
関フォーラム」がベルギーのブラッセルにて開催されました。このフォーラムには日本郵政公社を含めた
16か国が参加し、「郵便貯金セクターの改革」及び「郵便ネットワークを通じた国際送金」の2つの議題に
ついて、参加郵便貯蓄機関等によるプレゼンテーションがあり、活発な議論が行われました。

（参考）世界貯蓄銀行協会は、平成17年6月現在、85か国101機関が加盟しています。

世界貯蓄銀行協会（WSBI）加盟機関としての活動

人材育成、海外郵政事業体等との関係強化及び情報の収集を目的として、平成14年度より海外郵政事業
体等と人材の交流を行っています。
平成14年度にはスイスポスト、平成16年度にはオランダING、ドイツ銀行より職員を受け入れ、日本の
郵便貯金業務に関する研修を行いました。
また、日本郵政公社からも、平成15年度にはスイスポスト、ドイツポストバンク、平成16年度にはオラ
ンダING、ドイツ銀行へ職員を派遣し、投資信託業務、送金決済業務等についての研修を受けました。

海外郵政事業体等との交流の実施




